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1　研究の背景と目的
　わが国の住宅水準は，全般的にみて，まだ低水準にと

どまっているといわざるを得ないが，需給関係は近年，

かなり緩和されて，住宅存在戸数が世帯数を上廻ってき

ているのみならず，空家率も年々上昇する趨勢にある。

このような住宅事情の改善の状況を背景として，住宅の

計画や供給を需給者の個別的な住要求に対応した多様な

ものにすべきだとする機運が生まれつつある。

　従来，わが国で行われてきた住宅供給を「多様性」と

いう観点から眺めてみると，公共住宅においては，画一

性・硬直性が非常に強く，急速に向上しつつある多様な

住要求に対応しえなくなっている。公共住宅の画一性・

硬直性は，制約された資源条件のもとで，大量の住宅戸

数を安価に急速に供給せざるをえなかったいわゆる「戸

数主義」に基づくマス・ハウジングの結果である。住宅

生産の性急な工業化も，この傾向をいっそう助長した。

　いっぽう，民間住宅の分野においては，さまざまな

住宅形式，平面，意匠，材料，構造の住宅が共存し，

過剰ともいえる多様性を現出している。わが国の在来的

な木造住宅は，独得のシステムを有し，需要者の多様な

住要求に対してシステム内での多様な住宅を実現してき

た。しかし，洋風の住生活様式の折衷的な導入，各種の

新技術・新材料の採用等によって，住様式の基盤は崩壊

した。また，住宅地についてみると，市街地の狭小な画地

においてさえ，個別的な注文住宅の建設が自由に認めら

れていることなどの結果，雑然とした住宅地が形成され

ている。

　このように，わが国の現状は，多様性と一様性（画一

性）とが，いずれも好ましからざる姿で混然と共存して

おり，しかも他方で需要者や居住者が本当に必要として

いる多様性と一様性は満たされないままにおかれている。

　住宅は，個々の需要者の諸属性や住要求に対して，適

度の多様性を備えていなければならないが，それと同時

に，生産・供給上から一定程度の一様性も必要とされる。

また，特定の地域において住宅が群として集合し街を形

成する上からは，個別の住宅は多様性を持つとともに，

全体としての秩序性や変化性が求められよう。

　要するに，住宅及び住宅地には「好ましい」あるいは

「必要な」多様性と一様性が存在すると考えられる。そ

れはどのようなものであるのか。また，そうした多様性

や一様性は，どのような力法や手段によって実現しうる

のか。さらに，そもそも「好ましからざる」あるいは

「不必要な」多様性や一様性は，　どのようなメカニズム

で発生しているのか。本研究はこのような問題の理論的

及び実際的な解決を目標としている。

2　本研究の課題
　本研究の課題を展開すると，次のごとくである。（以

下，「多様性」を対概念の「一様性」を合んだ意味で用

いることにする）

1　住宅の多様性の理論的検討

　1．多様性の構造分析

　　多様性の概念及び諸問題の整理・分析

　2．多様性の発生メカニズム

　　多様性の発生メカニズムを需要サイドからと住宅供

　給サイドから追求する。

　3．多様性の歴史的検討

　　住宅の生産・供給プロセスの各局面について，社会

　　・文化，経済等とのかかわりにおいて歴史的に検討する。

II　住宅の多様性の実態分析

　1．住宅の多様性の類型化による実態分析

　　さまざまな指標をたて，それによって，住宅の多様

性の現状を把握する。

　2．需要及び生産・供給プロセスにおける多様性

　　プロセス各局面における多様性の発生について，需

要側と生産供給側の両面からとらえる。

　3．居住地における多様性

　居住地において，どのような多様性が存在している

　かを明らかにする。

III　住宅の多様性の適正化とその手段の開発

　1．多様性の必要性の段階構成

　　多様性は，どのように必要であるのか，各段階につ

　いて考察する。

　2．多様化の諸手段の経済的評価

　　多様化のコスト，量産の経済性の評価，部品化の経
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　済性などについて。

　3．多様性の計画化とコントロール

　　多様性はどのように計画化しうるが，コントロール

　しうるかについて論ずる。

　以上は，「多様化」の研究を最大限に展開したもので

あって，この2カ年の研究として実施しうるのは，これ

らのすぺてではない。また，初年度の研究として実施し

えたのは，1－1，I－2及びII－2，II－3である。本

所報への掲載に当っては，時間的及び紙幅上の制約によ

って，さらにII－3を省略せざるをえなかったので注意

されたい。

3　初年度の研究課題

今回（初年度）の研究課題は，次のごとく設定した。

I　住宅の多様性の理論的検討

　1．多様性の構造分析

　2．多様性の発生メカニズム

　この研究の実施には，研究参加者のブレーンストーミ

ングとKJ法による整理を行うとともに，新たに「裁判

法」を開発してディスカッションの新しい方法論を試行

した。「裁判法」とは，討論者が2派に分れ，あたかも

司法裁判における検事と弁護人との間の論争のごとく，

互に自派の長所を主張し，相手派の短所を迫求し，議論

を十分戦わせたうえでこれをとりまとめるという方法である。

II　住宅の多様性の実態分析

　実態分析については，II－2とII－3との2つの観点

をたてて調査を組んだ。

　ＩＩ－2　「需要及び生産・供給プロセス」における多様

性の実態を分析するために「個建注文プレハブ住宅」を

対象として調査することとした。「個建注文プレハブ住

宅」を調査対象に選んだのは次のような理由に基いている。

　住要求や需要の多様性を調べるには，2つの対照的な

アプローチが考えられる。ひとつは，同一平面・同一条

件であっても，住要求の相違によって住宅の使われ方が

異るところから，住要求の多様性を把握するというアプ

ローチである。もうひとつは，これとは逆に，できるだ

け多様な内容の住宅を調べ，住要求（需要）と供給にお

ける多様性を把握するアプローチである。

　前者は，住宅そのものが同一なので，住要求の多様性

を容易に抽出することができる利点はあるが，その反面

供給の多様性とのかかわりはとらえられない。また，住

要求そのものも，住宅の画一的な制約性のなかに自由な

表出を抑制させられている可能性が高い。後者について

は，建築条件が個別的でありすぎるため，各住宅につい

て個別の詳細な調査を行うのでない限り，かえって住要

求と供給の多様性はとらえられないことになる。

　そこで，両者の中間的なものとして，個建注文プレハ

ブ住宅が選ばれたわけである。個建注文プレハブ住宅は

①生産・供給プロセスが明確で多様性がシステムとして

用意されており，需要者の住要求の個別性（多様性）と

の対応関係が比較的容易にとりだしうること，②ある程

度標準化された型であり，量的在調査分析が容易である

という特徴を有している。しかし，その反面，「プレハ

ブ需要者層」という特定の需要しか対象としえない限界

性のあることも重た事実である。

　II－3　「住宅地における多様性」の調査においては，

敷地規模・建築規模・レイアウト等についてタイプの異

なる7つの個建注文住宅の建つ居住地（街区程度の単位）

を対象として，居住者に自住地の多様性を評価させ，居

住地の多様性を構成する客観的な諸要素との相関を分析

した。な春，このII－3の研究結果は，次年度報告に譲る

こととした。

4　研究組織

本研究の参加者及び執筆老は下記のごとくである。
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第1編　住宅における「多様性」の検討

1－1　「多様性」の慨念

1－1－1　「多様性」の概念規定

　言うまでもなく，「多様性」の概念は，住宅や建築の

分野のみならず，様々な分野において用いられ，議論さ

れてきたものである。しかし「多様性」という概念の意

味するところや扱われ方は，必ずしも一定しておらず，

間題とされる観点もまちまちである。従って，そもそも

「多様性」という概念自体に明確な定義が存在する訳で

ないことを含めて考えると，先ず，ある程度の広がりを

もった包括的概念，分野にこだわらない一般的概念とし

てこれを認識し，その後でこの概念の構造を詳しく検討

していくといった立場をとることがここでは適当である

と考えられる。

　そこで，包括的，一般的概念としての「多様性」の意

味から検討をはじめることにしたい。一般に「多様性」

に関する議論においては，何らかの対象が存在し，その

対象についての「多様性」が問題とされるのであるが，

対象は複数，それもかなり多数である場合に限られる。

そして，それらの対象間の相違が問題とされる。この場

合，「同じか，違うか」という比較，判定は重要なもの

であり，この判定の観一点や基準，それに基づい表現され

る対象の相対的関係（分布）の認識の基準は，「多様性」

に不可欠な要素となる。こうした手続きは，いわば個別

性の問題が「多様性」の問題となるプロセスと言える。

　さらに，「多様性」の議論の対象は，もう1つの性質

をもっている必要がある。それは，問題とする対象間に

何らかの共通性が存在することである。いま，対象をA

B，C，……とすると，それらに共通性があるとは，A，B，

C，……を要素とする集合P＝｛A，B，C，……｝に対応

する概念が存在することである。そして，この場合「P

の多様性」という言い方をする。また，A，B，C，…

がさらに下位の要素からなる集合で，それぞれ同じ構造

をもつ場合，すなわち，P＝｛pn│n＝1，2，3，…

　…｝，A＝｛an│n＝1，2，3，……｝，　B＝｛bn│n

＝1，2，3，……｝，C＝｛cn│n＝1，2，3，…

　…｝，……，pn＝｛an，bn，cn，……｝の場合，

「（Pの）pnの多様性」という言い方をし，Pの「多

様性」はpnの「多様性」とその構造によって規定され

ることになる。A，B，C，……については，さらに下

位の要素が存在する場合も考えられ，「多様性」の議論

は重層的となる。いずれにせよ，こうした共通性の前提

なしに「多様性」が問題となることはなく，前述した対

象の相対的関係（分布）の認識もありえない。

　一方，「多様性」を問題とする場合，既に述べたよう

に判定者がどのような観点から対象をみているかが重要

な問題となるので，この観点をfmとすれば，「多様性」

はfm（P），fm（pn）のように表わすことができる。

（この場合，fm（P）やfm（pn）は，それ自体としては

客観的指標である。）また，F＝｛fn│m＝1，2，3

……｝とすると，F（P），F（pn）もより総合化された

「多様性」を意味する。「多様性」の概念は，このよう

に対象の構造に起因する重層性と，判定者の観点の多面

性から，必然的に複雑なものとなっている。「多様性」

用語の使われ方がまちまちなのは，こうした性質に起因

していると言えよう。また，「多様性」の議論において

は，pnあるいはfmが適当な重みづけのもとに総合化

されて扱われる場合が多く（このプロセスにおいて主

観的要因が作用する可能性がある。），「同じか，違う

か」という判定に基づく対象の相対的な位置関係をどう

認識するかという点と共に，どのような重みづけで総合

化された「多様性」を問題としているのかという点が重

視される。

　以上から，「多様性」とは，何らかの共通性を有する

複（多）数の対象あるいはその要素の，ある観点に基づ

く相対的関係（不連続的なカテゴリーへの分布を合む）

の認識に関する概念であり，その認識過程において，対

象を構成する要素が総合化されたり，異なる観点に関す

る認識が総合化される場合がある，と言うことができる。

議論の混乱を避けるためには，こうした「多様性」の概

念の基本的な構造に沿って検討を進めると共に，対象に

関する客観的な部分と判定者に関する主観的な部分を区

別して考える必要があろう。

1－1－2　「多様性」に関する諸概念

　ところで，一般に「多様性」が問題とされる場合，多

様であることと，多様でないことが何らかの意味で対比

的に扱われる。また，必ずしも多様という用語を用いな

くても，前述の概念規定に照らして考えると類似の内容を

扱ったものがある。そこで，次の検討課題として包括的

一般的概念としてとらえた「多様性」の概念を，こうし

た対立概念や類似概念の中で位置づけておくことが必要

であると考えられる。

　多様とは文字通り「多い様」であり，多様性とはそう

いった性質のことである。しかし，包括的，一般的概念

としての「多様性」においては，単に「多い様」のみで

なく，「少い様」までも含めた範囲で対象の相互関係が

扱われていると考えるのが妥当であると思われる。すな

わち，先に用いた記号で示せば，f（p）として表現し

うる対象の状態に関する概念一般に対応していると考え

られる。
　もっとも，そうした包括的概念の中に，例えば，多様

と画一，多様と一様といった対立概念が存在する訳であ

り，この場合の多様とは明らかに「少い様」ではなくて
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「多い様」を指している。他方，画一や一様は，それと

は対立する「少い様」を意味している。そこで，本稿に

おいては，包括的，一般的概念の方を「多様性」と「　」

をつけて示し，「多い様」を示す概念の総称としての多

様性を区別する。言た，多様性の対立的概念を総称して

一様性と呼ぶことにしたい。（多様性や一様性が総称で

あるとは，次に述べるような多様，一様の類似概念で表

現されるような状態全てを含むということである。）な

お，「性」をつけない多様という概念は，本来，包括的

・一般的なものとは認められず，当然「多い様」を意味

するものである。

　以上の手続きをふまえ，ここでの検討課題を整理する

と，多様性，一様性として総称される諸概念の検討を通

じて，「多様性」という概念の構造を明らかにしていく

ことにあるといえよう。そこで，先ず，対立概念である
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　多様と一様の類似概念を列記し，その辞書的意味を示し

ておきたい。　（ここにあげるのは一例にすぎない。）

　豊富：①ゆたかに富むこと。②ゆたかにあること。た

　　　　っぷりとあること。

　多彩：①色彩の多いこと。美しいこと。②さまざまな

　　　　催し物などでにぎやかなこと。

　多様：いろいろのさま。種々雑多。

　多種：多くの種類。種類の多い～こと。

　変化：①かわること。或る状態から他の状態に変わる

　　　　こと。②（略）

　複雑：かさなりまじること。こみいること。いりくむ

　　　　こと。←→簡単。

　雑多：種々入りまじってあること。

　混乱：いりみだれること。乱れて秩序のないこと。

　統一：①一つにすべること。すべあわせて支配するこ

　　　　と。②個々のものを一定の組織系統の下におい

　　　　て一体を形成すること。③〔哲〕多が何等かの

　　　方法で一として見られるようになること。

　公平：偏頗なく平等なこと。

　同質：質を同じくすること。また，同一の物質。

　一様：同一のこと。同様。同じさま。

　単一：①ひとつ。ひとえ。ひとり。②まじりもののな

　　　　いこと。そればかりであること。②複雑でない

　　　　こと。

　類似：似ていること。

　単調：①単一な調子。一本調子。本調。②変化のない

　　　　おもむき。

　画一：①整って正しいこと。②何もかも一様に整え揃

　　　　えること。

　次に，英語についてみると，一般にはmultiformity

あるいはmultiplicityが多様性に対応し，他にも

variety（変化），diversity（多種，雑多）等の類

　*1　新村出編「広辞苑」（岩波書店）による。

語がある。また，一様性に対しては，uniformity　が

一般的に対応し，homogeneity（同質），vegularity

（一律）等の類語がある。

　これらの類似概念は，単に似ているというだけでなく

全体として「多様性」の概念を形成する相互関係をもっ

ている。次節以下ではその中で特に重要性の高いと考ら

れる関係について検討を加える。

1－1－3　「多様性」と価値観

　多様性に関する諸概念の整理において既にその一端が

うかがえるように，多様性に関する議論は通常何らかの

価値観を伴って行なわれる。先にあげた多様性に関する

様々な概念の存在は，様々な価値観の反映としても理解

できる。あるいはまた，たとえその概念自休に特定の価

値観が含まれていなくとも，それが言葉として用いられ

る際に，何らかの価値観がコンテクストの中で付加され

る場合もある。少なくとも住宅に関して，これまで存在

する多様性の議論が必ずしも互いにかみ合わなかったり，

それぞれの議論が複雑化し，場合によっては混乱してい

たのは，「多様性」の概念が前述のように複雑であるた

めだけでなく，この概念に価値観が含まれているためで
　　　　　　
あると言えよう。

　従って，「多様性」に関して体系的な考察をしていく

ためには，「多様性」の概念構造を明らかにすると共に

それに関連する価値の問題を避けて通ることはできない。

もっとも，ここで価値そのものについて深く考察する余

裕はなく，あくまで「多様性」概念の整理の一指標とし

て検討するものである。

　そこで，先ず指摘できるのば，「多様性」に関する諸

概念には，豊當，公平といった価値優等的なものと，雑

多，画一といった価他劣等的なもの，さらにはそのどち

らかに含めて考えることの難しい多種，一様といった価

値中立的なものが存在することである。また，本稿では

多様，一様を一応価値中立的概念として扱っているが，

前者については価値優等的に扱われる場合が実際にはあ

る。このように対象の同じ状態に対して，ある意味で全

く対立するような概念が対応していることが「多様性」

概念の大きな特色であり，＜価値優等的－価値劣等的＞

という軸はその構造を規定する重要な要因であるといえ

る。また，このことは，対象の客観的在状態としての

「多様性」が主体（判定者）の認識過程を通じて主観的

な「多様性」として表現される結果であるとみることが

でき，「多様性」の議論が，対象側の客観的状態と主体

側のもつ価値観との対応の中で把握されねばならないこ

とを示唆している。

　＊2　往宅の「多様性」に限って言うなら，後に述べるように，
フローとしての問題とストックとしての問題という対象のと
らえ方からくる複雑性がさらに作用している。
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　価値の類型に必ずしも定まったものがあるとはいえず，

経済的価値，道徳的価値，美的価値，社会的価値，政治
　　　　　　　　　　　　　　　　
的価値，宗教的価値，司法的価値など様々な観的から分

類される。また，経済学でよく用いられる「効率」と

「公正」は1つの価値の類型化である。ただし，この場

合，直接経済学が対象としない芸術的価値等は除外され

ている。図1－1－1も価値の類型化の1つであり，社

会学的観点から作成されたものである。この類型が必ず

しも一般的であるとはいえないが，次のような解釈の範

囲において，「多様性」の概念の検討に有効であると考

えられるので，ここではこの図に従って考えていきたい。

時間的パースペクティウ→

祉
的

〈現在）中心〈未来）中心

＜自己〉　本位快　i苦 利　一害
⑤一11

く社会〉　本位費　’’憎 正　一’邪
⑤一悪

○一醜＜感惟的・観賞的〉①一偽く理怖的・認識的〉

ス

ア
ガ

　　　　パドス　　　　　　ロゴス
図1－1－1価値の類型表
（ツ竺κ｝㍑票三二」㌃六㌧る。）

A：美術的な価値に対応すると考えられる。もっとも

　　一般的に芸術的価値が論じられる場合ば，この図

　　が示す通り何らかの社会的視点（B）が存在すると

　　も考えられる。従って，ここではそうした価値の

　　個人に帰属する部分と考えるべきであろう。例え

　　ば，一地域に集合している住宅の「多様性」につ

　　いて，変化に富んで活気がある，雑多で混乱して

　　いる，統一がとれて整然としている，画一的で殺

　　風景である，といった評価は，住宅の「多様性」

　　から受ける視覚的な快感に基づく価値意識を伴っ

　　ている。

B：公正あるいは公平性，つまり倫理的・道徳的価値

　　が含まれる。例えぱ，住宅の規模等の質水準の

　　「多様性」について，最低水準を設定するという

　　形で一定の一様化がはかられたり，公共住宅が画

　　一的である背景の1つには，公平性の確保という

　　意昧での一様化のメカニズムがある。ただし，ど

　　の地域のどの家族に対しても同一の住宅が供給さ

　　れることが必ずしも公平であることにはならず，

　　公平とば具体的に何をさすかという問題は極めて

　　難しいと言える。

C：私的な意味での効率性に対応する価値であると考

　　えられる。例えば，家族と住宅の対応において，

＊1　玉丼正寿編「価値分析」（森北出版）

　　　同じ価格であれば，最も住要求に合致した間取り

　　　の住戸が供給されるのが経済的（最適）であり望

　　　ましい。その結果，家族の「多様性」に応じて住

　　　宅の「多様性」が決定されることになる。

　D：社会的な意昧での効率性が含まれる。例えば，住

　　　宅の「多様性」において，資源問題の観点から何

　　　らかの意味での一様化の必要性が論じられる場合

　　　や，それにも一部含まれるが，工業化政策等との

　　　対応の中でとらえられる標準化の問題がこれに相

　　　当すると考えられる。

　このような様々な価値の存在は，「多様性」概念の構

造に多面性を与えるものであり，現実の評価においては

一つの側面についての対立と共に，異なる価値観同士の

対立が＜多様－一様＞という軸上でなされることになる。

なお，ここでは，必ずしも住宅というものを前提としな

い「多様性」という概念の把え方を，価値類型からし（わ

ば演繹的方法によって整理したが，ここでの結果は，第

3章で示す住宅の「多様性」についての帰納的方法によ

る整理とも大枠に拾いてよく対応している。

1－1－4　「多様性」における状態と方向

　「多様性」を論じようとする場合，もうひとつ留意す

べき要因が存在する。それは，多様であるとか一様であ

るとかいった状態に着目する場合と，多様化するとか一

様化するといった方向に着目する場合があることである。

前者は，「多様性」を絶対的基準によって判断するもの

であり，後者は，それを相対的基準によって判断するも

のであるとも言える。

　「多様性」を状態としてみる場合は，原則として時間
　　　　　　　　　　　　に無関係であると考えられる。しかし，これを方向性と

してみる場合，時間軸に対して設定される複数の状態間

の相対的関係に着目するものであり，「多様性」は時間

の関数としてもとらえられていることになる。また，方

向性に着目した場合は，必ずしも状態としての「多様性」

に関係があるとは限らない。例えば，多様化していると

いう認識がもたれた場合，その認識を生んだ，時間的に

隔たりのある2つの状態のそれぞれが，絶対的基準から

みて多様であるとか一様であるということに直接は関係

をもたない。つまり，多様化すると必ず多様になるとか

一様化すると必ず一様になるということはない。

＊2　変化に富んでいる等といった表現は状態としての多様性を示
　すものであるが，変化という概念がもともと時間的要素を含ん
　でいるため，時間に無関係ということはない。つまり・対象を
　順に把握していくプロセスがこの表現には含まれている。しか
　し，これは方向性に含まれる時間とは本質的に異っている。す
　なわち、前者が個々の対象を順に認識して，その結果それらの
　相対的関係を把握し、「多様性」の概念に至るのに対して，後
　者は「多様性」の概念で把握しうる対象の相対的関係の時間的
　ずれを扱ったものである。いずれにせよ，このような例外が存
　在することを考慮して「原則として」とことわったまでである。
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　上記の内容は，それが客観的な「多様性」であれ，主

観的な「多様性」であれ，「多様性」を論じる場合には

基本的に留意すぺき問題である。特に，r多様性」に対

して，あるいはそれが問題となる対象に対して，何らか

の操作を意図する場合，その操作自体は状態ではなく方

向性に関連するものであるとみるぺきであろう。

　ところで，方向性としての多様化，一様化が問題とな

るのは，対象が時間的に変化する（入れかわる場合を含

む）ことに基づいている。従って，「多様性」の検討に

おいては，それ自体は「多様性」の概念は含まれないが，

対象の変化性ないしは可変性も必然的に扱うことになる。

実際，同じ対象の時間的変化をタイムシリーズとして把

えず，あたかも別の対象が同時に存在しているように把

えた場合，「多様性」の問題と類似の検討課題が存在す

る。また，異るステージにある複数の対象を「多様性」

として把えた場合，上記の時間的変化をクロスセクショ

ンとして把えたにすぎず，本質的には，対象の変化性の

検討に導かれる課題であると考えた方がよい場合もあり

うる。

　ただし，「多様性」の概念が常に状態と方向という2

つの側面をもっている訳では在く，対象に変化性だけで

なくいかなる可変性も存在することがない場合（時間的

な見方に意味がない場合）は，当然前者のみの間題とな

る。そして，このような場合，「多様性」に対して操作

的な内容が問題とされることはない。

1－2　住宅における多様性

1－2－1　需要の「多様性」と供給の「多様性」

　住宅における「多様性」は，住宅の「需要」における

「多様性」と「供給」における「多様性」との2つの局

面に分けて考えることができる。

　もともと住宅に多様性が必要とされるのは，人々の生

活が多様であり，したがって多様在住要求が存在するか

らである。そうした多様な住要求は，個々の住宅需要者

（居住者）がおかれている現実的な条件（経済条件など）

をふまえて多様な住宅需要となって現われてくるわけで

ある。多様な住宅需要に対応して多様な住宅供給が行な

われ，需要と供給との個別的な結合が実現することにな

る。

　住宅の多様性は，需要と供給とのこのような個別的な

結合の結果として生まれる個別的産物が，総体としてつ

くりだす性質である。多様性は，個別的なものを総体と

して眺めたり，扱ったりする場合にみられる性質であり

概念であることに注意しておきたい。

　また，ここでいう「供給」とは，住宅需要を充足する

ために住宅を用意するすべての活動を含んでいる概念で

あって，設計・生産・供給（狭義）に段階区分すること

ができる。需要者が住宅を取得するために注文住宅を建

設する活動も，ここでいう「供給」に含まれている。

　住宅需要における多様性と，住宅供給における多様性

とは，密接に関連している。住生活・住要求の多様性を

背景とした住宅需要の多様性がまず存在し，それに対応

する形で住宅供給の多様性が生みだされている，という

のが多様性発生についての一応の基本的な原理である。

しかし，人々の住生活や，住要求が非常に個別的であり

総体として，極めて多様性に富んでいる程には，住宅需

要の多様性は高くはなく，さらに，住宅需要の多様性に

対する住宅供給の対応性はそれ程敏感ではないといえる

だろう。住要求が住宅需要に移行する過程において，需

要者の持つ現実的な制約条件による平準化がなされ，供

給段階においてはさらに供給上の，制約条件による平準、

化が乗ぜられるからである。

　住生活や住要求の多様性は極めて大きいものではある

が，それがそのまま住宅そのものの多様性に結びつく必

要は必ずしもなく，たとえば同一のものであっても，そ

こに居住者自身が異った住生活を展開することは，ある

範囲において可能である。住生活や住要求の柔軟性が従

来，定型的在住宅への適応を可能にしてきたわけである。

しかし，現在進みつつある住生活における水準向上，複

雑化，個別性の拡大は，住宅需要の多様化を促し，それ

に対する住宅供給の対応を要請しつつある。

　住宅需要の多様性が住宅供給の多様性をひきだすのと

はちょうど反対に，多様な住宅供給が多様在住生活を生

みだすという関係もまた，現実には成り立っている。住

宅供給が住宅需要に対応するのは原理上の基本であるけ

れども，実際の供給は，住宅供給それ自身に内在する原

理によって動かされている面も多い。住宅供給が，技術

的・経済的・経営的条件によって支配されていることは

いうまでもないが，市場を対象として商晶化された住宅

においては，商品的な多様性がつくりだされる。新材料

・新製品・新工法の開発と採用は，住生活・住要求・住

宅需要の側での多様性の要求とは異った次元において進

められている。したがって，供給側のつくりだす多様性

のなかには，「有用な」多様性のほかに，「過剰な」多

様性あるいは「混乱した」多様性が少なからず合まれて

いる。

　住宅供給が住生活に大きな影響を与えた側として，公共住

宅では，ダイニング・キッチンをはじめとして，平面計

画上及び技術上にさまざまな新機軸が盛込まれ，住生活

を新しい方向に指導する役割がみられた。

　以上みてきたように，住宅需要と住宅供給とは，多様

性に関してそれぞれ独自の原理をもちつつ，相互に密接

な関連を有し，影響を与え合っているわけである。

　次に，住宅需要の「多様性」と住宅供給の「多様性」

とのそれぞれについて，それらの発生メカニズムや問題
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　一点について考察を加えてみることにしたい。

　（1）住宅需要の「多様性」

　　　ここでは，住宅需要の基礎をなす住生活と住要求の

　　「多様性」に限定して考察をすすめることにする。

　　人々の住生活や住要求はもともと全く個別的なもので

　あって，厳密にいえば，同一の住生活・住要求はありえ

　ないから，完全に多様であるといってよい。しかし，住

　生活や住要求が個別に全く自由であるかというと，必ず

　　しもそうともいえない。各居住者は，それぞれが属する

　地域的・階層的・職業的・文化的社会の生活様式にのっ

　　とって住生活を営んでいるのであり，家族構成・収入・

　住居歴，等によっても規定されている。住居観は，居住

　者のパーソナリティによって形成される面が多いが，居

　住者の諸属性とも無関係ではなく，それによって大きく

　枠づけられていることもある。人々の住生活や住要求は

　確かに多様ではあるが，いくつかの共通指標について類

　　型化もまた可能なのである。住宅供給を前提にする場合

　　には，住生活や住要求の自然状態における100％の多

　　様性にはあまり意昧がないわけで，何らかの類型化が行

　　われることを認めたうえでの多様性であらざるをえない。

　　住生活や住要求の類型化が適切に行われた場合には，

　　需要者や居住者は“自由”であり，“拘束”感を抱かな

　　い。それが不適切に行われた場合には，“不自由”に感

　　じ，“拘束”感を抱くであろう。後者の場合には，需要

　　者や居住者は，個別性の尊重，すなわち多様性の拡大を要

　　求することとなろう。

　　　需要者・居住者が常に多様性の拡大の方向にのみ指向

　　するかといえば，必ずしもそうとはいえないであろう。

　　住生活が組織的であることは，それを実現し維持するこ

　　とに相応の努力と緊張感を伴うものである。規定性の枠

　　に身を委ね，類型的な住生活を営んだ力が安定性が得ら

　　れるという需要者・居住者も少くない筈である。住要求

　　は必ずしも多様性を指向しているのではなく，一様性や

　　同質性が求められることも少くないと思われる。

　　　住要求の多様性は，社会的な束縛が弱い程大きいこと

　　はいうまでもないであろう。自由経済体制下にあるわが

　　国は，個人的な経済活動は基本的に自由であるが，住宅

　　については最低水準の確保が社会的に保障されていない

　　ので，住宅の質には極めて大きな格差が存在しており，

　　高質の住宅が存在すると同時において，非常に低質な住

　　宅も多数存在している。生活文化の面では，洋の東西を

　　問わぬ文化の摂取が旺盛で，外来文化への受容に寛容で

　　あり，また生活に規範性が乏しく，絶えず流動的である。

　　生活への宗数上の影響も非常に弱い。住生活についてみ

　　ると，伝統的た和風木造在来工法住宅と和風の住生活は，

　洋風生活様式に大きな影響を受け，折衷的な生活様式が

生みだされ，その結果，現在は流動的で混乱的な住様式と

住宅建築を現出しているのである。

　このような，わが国の住生活の基盤のうえにおいて，

作要求はもともとかなり自由度が高いが，住生活や住宅

供給の多様化が進み，化宅に関する惰報の流通が活発化

し，経済力が向上するにつれて，住要求の潜在的在自由

化が進み，個別性－多様性への要求はいっそう拡大さ　、

れる傾向をみせつつある。

（2）住宅供給の「多様性」

　住宅供給はその本来の性格から，多様性と一様性との

二面性を持っている。

　①　住宅供給の多様性

　住宅需要の個別性に応ずるための多様性は，注文住宅

などの形態で行われている。民間住宅市場においては、

需要をとらえることが何よりも優先されるから，需要が

枯渇している状況下にあっては，プレハブ住宅のような

システム住宅も，システムを崩してまでも需要に対応し

ようと努めている。

　民間住宅供給者は，常に市場の拡大をはかる立場から

単に需要者の要求に対応するのみならず，さらに進んで

新規の需要を開拓しようと努力する。需要社の購売意欲

をそそるような新規のタイプの住宅・部品・材料を開発

し，生産し，市場に供給する。需要者の個別的欲求を満足

させる工夫がめぐらされる。こうした結果として，過剰

で不必要な多様性が創出されていくことになるわけであ

る。
　②　住宅供給の一様性

　住宅供給において一様性は常に発生しやすい。住生活

の水準が低く単調であり，また技術の水準も低くて材料

・工法も限定されているような時代にあっては，住宅供

給は当然のこととして一様であるが，居住者にとって一

様性が不満足であるわけではない。いわぱ，「それしか

できない」一様性である。

　住生活や住宅技術の水準が向上するとともに，多様な

住要求が生まれ技術的にも供給可能になるが，封建制の

支配のもとでは，住宅の格式は身分的な制約を受け「そ

れしかしてはいけない」という抑圧が加えられることに

よって一様性が強制される。

　そして，人口の都市集中に応ずる，マスハウジングに

おいては，大量・急速・安価な住宅供給の必要性から，

一様性（画一性）が「そうならざるをえない」必然性を

もってもたらされるのである。住宅の公共による供給は

戸数主義，公平性，最低水準確保といった諸性質によっ

て，いっそう硬直化した一様性を生みだした。また，量

産型の工業化は，量産性・経済性・省資源性などの観点

から進められた結果，ここでも一様性を体質化してしま

つた。
　住宅不足時代においては，画一的な供給であっても喜

んで受入れられてきたし，個別的な供給よりも低価格で

あるとか，高い性能がえられる限りにおいて，量産型の
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工業生産も受入れられてきた。住宅不足が解消され，量

から質への今日の時代にあって，このような供給の一様

性（画一性）は，次第に需要者や居住者の強い不満足を

招きつつあるのである。

　さて，以上にみてきたような住宅供給の「多様性」は

住宅供給の諸過程において，さまざまな形態をもって行

われている。次に，供給を，設計，生産（製造・施工）

供給（狭義）の3段階に分けて考察してみることにした

い。

A　設　計

　設計を「多様性」の観点からみると，次の3つのタイ

プに分類することができる。

　①　注文設計：建築家による自由な設計がこれに相当

　　する。需嬰者の住要求は最大限に採用され，唯一の

　　個別的な設計が生みだされる。この設討はノン・シ

　　ステムで，創作的・開発的な性格を持っている。

　②　システムによる設計：木造在来工法住宅（大エシ

　　ステム）や工業化住宅（プレハブシステム）のよう

　　に，何らかのシステムに則って行われる設計。シス

　　テムには，設計上の制約度の高いものから低いもの

　　言でさまざまな程度のものがある。

　③　標準設計・規格設計：住宅需要がいくつかの型に

　　類型化され，各類型に対して標準的・規格的な設計

　　解が与えられる。賃貸住宅や建売・分譲住宅のマス

　　・ハウジングにおいて一般的に用いられる。標準設

　　計や規格設討が画一性に陥りやすく，個別の需要者

　　の住要求に適合しにくいのは当然である。生産・供

　　給上には一定の合理性を備えている。

B　生　産

　ここでいう「生産」とは，住宅（部品を合む）の製造

組立て，施工を含む過程を指している。生産は，多様性

の観点から，設計に主導性のある場合と，生産に主導性

のある場合との2つのタイプに分けることができる。

　①　設計に主導性がある場合：建築家による注文住宅

　　の場合のように，設計が個別的で主導性がある場合

　　には，生産は設計に従属する形となる。生産それ自

　　身が多様性をつくりだすことはない。新しい材料・

　　部品・工法が多様に開発されると設計手段は豊富化

　　する。設計者がこれらを任意に選択し利用すること

　　によって，設計の個別性はいっそう強められる結果

　　となる。しかし他方において，次項に述べる理由に

　　よって，住宅設計の“創作性”は次第に滅退してき

　　ている。一般的にみて，設計がオリジナルな創作か

　　ら，多種多様に供給されているもののなかからの選

　　択と組合せの作業へと変容してきているといえよう。

　②　生産に主導性のある場合：生産の工業化が進み，

　　住宅や部品が工業生産プロセスに乗るようになると

　　個別的な新規設計による生産は，禁止的に高価なも

　　のになり，実際．と，個別設計は不可能となる。住宅

　　については，まだそうした段階にあるものは少いが

　　部品については，こうした傾向は一般的になりつつ

　　ある。このような場合，「多様性」の創出は，住宅設

　　計者や需要者（居住者）の手にではなく，専ら生産者

　　の手に委ねられることになるわけである。

C　供　給

　供給は，設計や生産のタイプとも強く結びついており

次のごとき，4つのタイプに分けることができる。

　①　注文住宅：建築家による個別設計かシステムによ

　　る設計のいずれかによって生産・供給される注文住

　　宅。注文住宅は需要者にとっては，その人々の長い

　　住居歴の最終段階として行われることが多く，それ

　　までの居住経験やさまざまな情報が集約されて，個

　　別性を満足するように造られる。したがって多様性

　　は他のタイプと比較して最も高い。

　②　建売・分譲住宅：建売・分譲住宅は，個別の注文

　　によらず，潜在的な需要層を対象として，市場に供

　　給されるのであるから，供給される住宅は，供給者

　　によってさまざまな経営的な意図のもとに行われる。

　次のいくつかのパターンが存在すると考えられる。

　(a)　需要層の厚い部分が供給対象としてねらわれ，そ

　　の需要層に対応した住宅タイプが多く供給される。

　(b)需要者に画一感を与えず，自己のものとしての個

　　別的な所有感覚を抱かせるためにさまざまなバリエ

　　ーションの工夫が行われる。

　(c)多様な需要層を対象としうるように，さまざまな

　　住宅タイプを用意する。しかし，特殊なものは供給

　　し在い。

　(a)(b)(c)のいずれを選択するかは，供給者の経営方針に

かかわっている。

　③　賃貸住宅：不特定の需要者を対象に供給される点

　　で，建売・分譲住宅と共通する供給原理をもってい

　　ると考えられるが，持家となる建売・分譲住宅より

　　は，住要求や住宅需要への対応が不十分であり，画

　　一性が強く現われがちである。

　④　コーポラティブ・ハウス：複数の住宅需要者が集

　　って，それぞれの個別の住宅需嬰（住要求）を出し

　　それらを集合住宅の形態に集約し形成する住宅供給

　　である。住宅需要の多様性が調整されて，集合住宅

　　のシステムに整序されている形態だと考えてよい。

　以上，住宅供給に倉いて，多様性や一様性が発生する

メカニズムを，段階別に概観してきたが，これらの各タ

イプにみられる限界が意識され，近年，新しいタイプの

供給が現われるようになってきた。

　まず，「設計」についてみれぱ，①と②との中間に位

置すると思われる「オーダエントリーシステム」が開発

されつつある。このシステムは，居住者の個別の住要求
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をコンピューターにインプットし適合する住宅の解をア

ウトプットするもので，コンピューターの導入によって

工業化住宅のシステムの設計の自由度を高め，住宅ンス

テムとの連動性を強めたものである。工業化住宅が画一

的な製品しか生みだしえなかったのは，まだ工業化が量産

型工業の段階にあったからであり，工業化の高度化によ

って，工業的に多様性を生みだしうることとなったもの

と評価することができる。ただし，工業的に創出された

多様性が住宅需要の多様性をどのように満足させうるか

については，新しい問題として今後に残されよう。

　次に，②と③との中間に位置するものとして「順応型」

（東大・鈴木研究室）や「メニュー方式」（住宅公団）

「増築可能型」（香川県営住宅）が現われている。「順

応型」は，従来の公共住宅が平面を一定に規定していた

のに対し，居住者の住要求に順応して，限度内で平面の

変更を可能にしようとする試みである。「メニュー方式」

は，建設当初に，予め用意された数種類の平面・設備・

内装のなかから，入居者に選択を行わせるもので，入居

者による部分的な設計参加ということができる。「増築

可能型」は，居住者が入居後の必要に応じて増築可能な

スペースを住戸内にとるようにしたものである。これは

いずれも建売・分譲（賃貸の場合もありうる）住宅の画

一的な規定性を軟らげ，居住者の個別性や時間的変化性

に対応しようとする試みである。コーポラティブ住宅も

居住者の建売・分譲住宅の画一性に対する不満足の解消

をひとつの目的としている。

1－2－2　住宅の「多様性」と住宅地の「多様性」

　住宅供給が各々の需要者の個別的な住要求を満足させ

てはいても，住宅が集合して立地する住宅地のスケール

においては，雑然とした街並みを形成しているといった

ことはしばしば起りうる。住宅スケールにおいて個性的

であるだけではなく，住宅地スケールにおいて個性的で

あるためには，住戸の個別性に何らかの制約を加えてで

も，住宅地全体として整序することが必要とされる場合

が多い。すなわち，良好な住宅地の形成のためには要求

の異る個別の住宅と住宅地全体との調整がさけられない

のである。

　住宅地スケールの「多様性」の観点からの評価はなか

なか複雑で，たとえば，その住宅の居住者と外来者とで

はかなり評価が異るであろう。概していえば，居住者は

居住上の機能性を重視し，また住宅地を自分の住戸を中

心として把握しがちになろう。これに対して，外来者は

特定の住戸にとらわれずに，その住宅地の全体を眺め，

機能性よりも景観面を重視して感覚的に評価しがちであ

ろう。

　このような住宅地における個と全体との矛盾関係を調

整するために，「建築基準法」の「建築協定」の条項を

適用して，住宅地の環境を維持している住宅地がある。

しかし，「建築協定」によるにせよ，他の力法によるに

せよ，個と全体の調整が成立つためには，いくつかの基本

的な条件が必要であろうと思われる。第1には，その住

宅地の居住者集団が住生活や住宅について同質的な価値

観を持っていること。第2には，自らの家族や住宅だけ

でなく，他の家族や住宅地全体の利益を尊重する態度を

持ちうること。第3には，各戸にとってみて，住宅や宅

地のフィジカル面にも経済面にも，調整がさほど厳しい

制約として現実には働かないだけの余裕が存在すること

である。

　住宅地の多様性は，どのようにして生みだされている

のであろうか。少くとも次の4要素を挙げることができ

るだろう。

①　住戸そのものの多様性：まず住戸そのものに多様性

　が存在することがある。

②　住宅及び敷地の単位規模：住宅及び敷地の単位規模

　が大きければ，佳宅そのものに多様性が乏しくとも一

　様感は少く，逆に，それらの単位規模が小さければ，

　住宅の多様性は乱雑感を招く。敷地規模の大きい場合

　1単位の視野に入る住戸数が少いこと，敷地内の樹木

　等が住宅の外観を部分的にかくすなどの働きをするこ

　とが景観の多様感に良い影響を与えている。

③　住宅地のレイアウトにおける多様性：たとえ住宅そ

　のものが多様に富んでいるとしても，住宅地のレイア

　ウトがひな壇状の単調なものであれば，画一観は免れ

　ないであろう。これとは反対に，住宅が単調で一様で

　あっても，敷地のレイアウトが良ければ住宅地は変化

　に富んだものとして意識されよう。

④　住宅地単位規模：住宅が十分多様であり，住宅地の

　レイアウトが適当に行われている場合においても，あ

　まりにも巨大な単位の住宅地は単調感をひきおこす。

　住宅地の「多様性」の創出に当っては，以上に述べた

条件や原理を満足させるものでなければならない。たと

えば，住宅や敷地規模がある水準以下の場合には，住宅

の集合形態に当初から強い計画性を与えておくべきであ

る。わが国においては，個建住宅地のレイアウトは非常

に良くない。これは，①地価の高価性，②敷地の狭小性

③方位（日照）の重視性，などの条件によつて，レイア

ウト上に強い制約を受けている事情にもよるが，各住戸

の個別性を過度に重視する結果でもある。住宅の「多様

性」と住宅地の「多様性」との関係について詳細な検討

が必要とされている。
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図1－2－1 住宅における「多様性」（B．S．データのマッピング）
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第2編　プレハブ戸建注文住宅における多様性に関する
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　調査研究

2－1　調査の意義・目的・方法

2－1－1　調査の意義・目的

　住宅の生産・供給プロセス（フローとしての住宅）に

拾いて，個々の居住者の諸属性や住要求の個別性，多様

性に対して，どのような多様性，一様性を備えた住宅が

供給されねばならないかという観点から次のような調査

目的が設定された。

　住宅供給プロセスの中でも特に住宅及び住宅を構成す

る様々な要素に対する選択・決定プロセスに焦点をあて，

第一に居住者の住要求の個別性との対応関係において，

多様な住宅供給システムの選択プロセスを検討し，プレ

ハブ戸建注文住宅の供給システムを位置づけ，第二に住

宅各部の選択・決定プロセスヘの指向性の構造をその選

択決定範囲の多様性の実態と居住者属性，要求の個別性

とともに明らかにする。第三に増改築希望や追加予算の

配分傾向の検討を通して，増改築要求と個別化への要求

の関係，居住者側の経済条件と個別化への要求の関係を

検討する。第四に個々の居住者の住居観の個別性を検討

し，住宅に対する考え方，意識の違いによって居住者の

個別性を類型化し，住宅システムの選択プロセス及び住

宅各部の選択・決定プロセスにおいて，多様性あるいは

一様性への要求の表われ方と住居観の個別性との関係を

検討する。

　居住者の諸属性及び住要求の個別性，多様性と，住

宅システム及びそのシステム内における各要素の多様性

を住宅供給プロセスの様々な側面からとらえる。

2－1－2　調査対象の設定と調査方法

（1）調査対象の設定

　調査対象は，住宅の各部分に対して個別的友要求のあ

らわれやすい戸建注文住宅を選び，しかもその選択，決

定プロセスが比較的明快でシステム化されているプレハ

ブ住宅に絞った。プレハブ戸建注文住宅にも様々なタイ

プの供給システムが各プレハブメーカー毎に存在し，規

格化，商品化されたタイプから居住者の注文に応じた注

文型のタイプまでそれぞれに独自性を備えている。その

中で最も代表的と思われる5タイプに限定し，各タイプ

毎に約50戸，計約250戸をサンプリングした。

　調査対象住宅5タイプとは，ミサワホームO型（略号

＜MIS＞），セキスィハイムM1型及びM3型（略

号＜HIM＞），ダイワエクセラィフ（略号＜EXL＞），

セキスイハウス（略号＜HUS＞），ダィワスィートム

（略号＜SWT＞）である。

（2）調査方法

①　調査対象地域

　住宅タイプに主眼をおいて調査対象を設定した為，調

査対象は個別散在的となったが，京都市内，京都府城陽

市友ケ丘地区，大津市日吉台地区，兵庫県三木市緑ケ丘

地区等が主な調査対象地域である。

②　調査方法

　1．留置自記方式によるアンケート調査

　2．回収時のヒアリングと観察による調査

③配票・回収状況

　　表2－2－1参照

④　調査期間

　　昭和53年9月6日～20日

表2－1－1　配票回収状況

住宅タ　イフM　I　SH1M E　X　LH　U　SSW　T介　I1l’

配　柴　数　　（A〕57 56 44 68 52 277
1・1収　数　　（B〕53 55 42 65 51 266
1］1収　卒（B〕1（A〕93．O％98．2％95．5％95，6％98．1％96．O％
イゴ効川火数　　（C）52 45 41 54 45 237
イf効阯収卒（C）1（A）91．2％80．4％93，2％79．4％86．5％85．6％

言i・＝イゴ効1111収としなか・、たものσ〕■いには他売fi、七ぺ」■13■lfn＝宅＾ヰク川i丈fi．七て右か・■たもクj
　かr…まれている

2－1－3　調査概要

（1）居住者アンケート調査概要

　アンケート調査内容は2－1節で述べた目的に従って，

大きく3つの側面に分けられ，12の質問項目が設定さ

れた。

　1．現住宅選択理由（現住宅タイプの評価を含む）

　2．現住宅以外に検討した住宅システムとその評価

　3．住宅各部の選択・決定のいきさつ

　4．住宅各部への満足感

　5．住宅各部の望ましい選択，決定の仕方

　6．追加予算の配分傾向

　7．増改築希望

　8．DO　IT　YOURSELFへの対応

　9．住居観－対比較

10．戸建持家取得の意味の重祝度

11．客観データ項目（面積，価格，時間，間取り，etc）

12．フェイスシート（家族構成，職業，年令，年収，

　　etc）

（2）観察・ヒアリング調査

　1．現住宅以外の検討住宅の具体的商品名及び検討方

　　法

　2．住宅各郡（内装，設備，etc）の実態把握

　3．住宅の外観及び住宅まわりの観察と写真撮影

　これらの項目はアンケート調査票回収時にヒアリング

及び観察によって調査した。
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2－2　調査対象住宅タイプの特性と標本構成

2－2－1　はじめに

　前章で触れたように，調査対象の設定は住宅の物的な側

面からみた多様性をそれに対する居住者の要求の個別性

とともにとらえるという本編のねらいに基づいてその供

給プロセスが，ある程度システム化されている点で，様

々な選択，決定プロセスをとらえやすいプレハブ住宅と

したわけであるが，本章では，そのプレハブ住宅の供給

システムを，住宅生産供給の工業化，システム化，商品化

の中で他の往宅供給システムとの比較において検討し，

その特性を位置づけるとともに，プレハブ住宅供給シス

テム内に春けるシステムの多様化，一様化及びそれを伴

う商品化を居住者要求の個別性への対応といった観点か

らとらえ，調査対象住宅タイプのそれぞれをその中に位

置づけながら，各タイプの特性を考察する。

2－2－2　プレハブ戸建住宅の供給システム

　現在，住宅の供給システムは非常に多様である。それ

らを大きくタイプ分けすれば，主体別の公共，民間，個

人，集合形態別としての戸建，集合，及び低，中，高

層，所有形態としての持家，借家などのタイプ毎に，供

給システムもそれぞれに異なってくる。又，それぞれの

供給システムを木造，鉄骨造，RC造，在来工法，プレ

ハブ工法等の材料，工法等の生産システム上のタイプに

よっても分類できる。

　このように多様な住宅供給システムの中で，プレハブ

住宅の供給システムは，一般には，住宅生産の工業化に

沿って，工業化住宅認定制度の制定の後，他産業の住宅

部門への進出による産業化も進み，プレファブリケーシ

ョンによるコストダウンとコストパーフォーマンスの高

さを主要なキャッチフレーズとして戸建ブレハブ住宅を

中心に発展してきた。その後，住生活の多様化に伴う住

要求の多様化に対応して，材科・工法等の技術革新によ

る多様化を吸収しうるようにシステムに柔軟性を与え，

在来木造住宅に近い注文方式をもった販売体制が確立し

た。一方で個別化，商品化といった市場細分化の方向に

沿って，各メーカー毎にシステムを一層クローズド化し
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
独特のキャッチフレーズをもった規格型住宅システムも

数多く見うけられるようになった。

　以上をまとめると現状におけるプレハブ住宅供給シス

テムの特性は，第一に生産工業化に沿った標準化，規格

化，第二にマーケットセグメンテーションに沿った商品

化，個性化，第三に技術革新に伴って多様化した住宅各

部の材料，工法のシステムヘの導入による多様化の3点

があげられ，それぞれの特性の組み合せとしてのブレハ

＊1　ミサワホームO型を典型例とするような商品化住宅。

ブ住宅供給システムには様々なバラエティーがあるとい

える。

　プレハブ住宅の建設戸数は年度別の全着工新設住宅戸
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数に対するRC系をも含めた全プレハブ住宅の割合とし

てみると，昭和47年度に初めて10％に到達した後，

49年度に13．0％まで普及したが，その後10％台で伸

び悩みを続けている。昭利50年度における全着工新設
　　　　　　　
住宅1，356，286戸の内，戸建住宅（長屋建てを含む）の

割合は71．7％であり，同年度のプレハブ往宅販売戸数

147，610戸に占める一戸建住宅57．8％，低層集合住宅

12．7％という割合を考えればフローとしての一戸建住宅

に占めるプレハブ戸建住宅の割合は，およそ10％前後

と考えられる。50年度以降のプレハブ住宅販売戸数に

占める低層集全住宅の割合は，タウンハウス形式の発展

とも関連して急速に増加する傾向にあるものの，一戸建

住宅の割合は，停滞ぎみでやや減少傾向にあるが，過半

数を占める中心的存在であることには変わりない。

　先述のように，年間のフローに占める戸建て住宅の割

合は非常に高く，その為に多くのシステムが競合してい

る。戸建住宅のシステムの多様性には，2つの段階があ

り，一つはオープンシステムの特性ともいえる，散在需

要への個別的な対応を可能ならしめるシステム内的な

多様性であり，在来木造工法はこのシステム内的な多様

性に富むシステムといえる。もう一つの多様性は，シス

テムそのものの多様性ともいえるもので，材料，構造，

構法，工法の様々な組合せからなる多様なシステムを指

し，建築主は，この多様なシステムの中からあるシステ

ムを選択し，選択したシステム内で，さらに個別的な要

求に対応したバリエーションを選択できる。

　ブレハブ戸建住宅の供給システムも，このシステムの

多様性の重層的構造の中に，相似的に位置づけられ，先

述した3つの特性としてのブレファブ化の度合，商品化
　　
の程度，システムの柔軟性の度合の様々た組合せによる

多様なシステムが存在し，その中のあるシステム内で，

様々たバリエーションが存在する。

2－2－3　調査対象住宅タイプの特性

　5つの調査対象住宅タイプは，様々なプレハブ戸建住

宅システムの中で典型的と思われ，しかも販売実績のあ

るタイプである。これらの特性を2－2－2節で述べた

3つの特性を指標として明らかにし，そのシステム内の
　　　　　　　　　　　　　　　　　
バリエーションの特性によって説明する。

　第一の特性であるプレハブ化の点では，一般に用いら

れるプレハブ化率でみると，木質パネル住宅及び鉄骨系

＊2
＊3
＊4
＊5

PC工法等による中高層住宅を含んでいる。
建築雑誌・1977．1978建築年報より
クローズド化による個性化の度合と考えられる
調査対象住宅タイプの特性把握の為，居住者調査に先立ってブ
レハブ住宅メーカーヒアリング調査を行った。
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パネル住宅が40％前後であるのに対し，ユニット住宅

は80％程度といわれ，プレハブ化率の上昇は原理的に

はコストダウンにつながると考えられる。調査対象住宅

タイプの中では，＜MIS＞が木質大型パネルを使用し

ており，＜HIM＞が鉄骨のボックスユニット住宅でありM

1型とM3型は基本的なモジュールに違いがある。＜E

XL＞，＜SWT＞，＜HUS＞は鉄骨プレハブ住宅で

あり，主要構造材である軸組材とパネルがプレハブ化さ

れている。工場生産化による規格化，標準化は，ユニッ

ト住宅を除けば，殆どが主要構造部材にとどまり，その

他の規格化，標準化は主として資材流通上の規模の効果

と，販売プロセスの短期化による営業効率の上昇を背景

とするものであり，第二の特性としての個性化，商品化

をねらったクローズド化と結びついた規格化が存在する。

　この点では＜MIS＞が，最も規格化されており，完

全規格化によるコストパーフォーマンスの高さと設備の

高級化，外観の個性化をキャッチフレーズとした商品化

住宅の典型といえ，システム内のバリエーションは極め

て少ないシステムである。

　＜HIM＞は，ユニット型住宅としての先駆的成功例

といえ，一層のクローズド化によるプレハブ化率の上昇

と，機能的住宅としての個性化，高級化を組み合せた規

格型住宅であり，システム内のバリエーションは，内外

装の材料や設備に関しては非常に少ないものの，ユニッ

トの組合せによる規模・問取りの自由な注文方式の採用

によって，かなり多様なものとなっている。

　＜EXL＞は，営業効率の上昇と低収入層の需要の顕

在化をねらった低価格規格型住宅であるが，規格化の意

図が商品化に強く規定されていない所から，メーカーの

もつ供給システムの枠内での注文に比較的柔軟に対応す

る事が出来，標準仕様はかなり規格化されているものの

システム内のバリエーションは細かい郡分で少なからず

あるといえる。

　＜HUS＞は，外壁パネルと軸組材以外の要素に対し

ては，どのような注文も受けつけ，プランも自由設計を

建て前とした注文型システムであり，商品化，個性化の

意図は少なく，営業効率上から標準仕様を狭い範囲に限

定する場合もあるもののシステム内のバリエーションは

極めて多様といえる。

　＜SWT＞も＜HUS＞と同様に注文型のシステムで

あるが，白い外壁とアーチのついた窓によって外観を個

性化し，その他の材料も比較的高級なものを標準仕様と

した，商品イメージ化をねらったバリエーションの多い

システムである。

　第三の特性としてのシステムの柔軟性の観点からは

表2－2－1謁査対象住宅タイプのシステム内の主なパリエーション（多様性）

M　I　S H　I　M E　X　L H　し1　S S　W　T

規桃 4練類 ユニ・ノトを単位として自由・1O榊8ト94m2） 自山 自凶
（35，38，43，48坪〕 ・10榊9ト122m筥〕

（販売時期のちかい〕

閉取り ・ほぽ同再一1 ・ユニ・ノトの組令せによって・lO手1重隈定 自1加設一11． ・白111設I汁
各規模・毎に反転フ’ランと和・白由 原則的に堪本的7プンをく・標準7ラン集を某本とする標準7ラン集かある
洋宗の組合せの違いがある・標準プラン集があるずさないか．細かい注文に場介が多い

は対1．む

崖根 ・寄棟，・切一妻 ／陸屋根／ ・［寄棟1 切変，寄棟，陸1岩根・切変，寄棟
・カラーベストシンク’ル榊鉛鉄板析板 カラー一ベストシンクルカラーべ又トシンクル又はカラー一ベストシンクル
・色15－6概類 ひさしの色：2榊M3）色：2－3和童類 榊鉛鉄板 色：5－6概類

色15～6手1童類
外壁 ’〔スタッコ仕上／．M1け1膿板十フレキシ／・1フレキシブル板樹脂吹付1’［盃ルミパネルアクリル塗／・／石綿セメン1・似樹脂吹付1

べ一一ジュ，ホワイト2樽
．M㌦ギパネルー」シン／

玄関扉 1木製／ ・Ml［アル三製／ 金属竹，木製 金属竹，木製 ・金属・111，木■製
M3木製，アルミ製 オフノヨンて’ガラスパ箏も

ある

内装 ・壁材はすべて決まっており・床，壁，大抹など6概類ず・雌，床、大片など数棚類ず・どんなものでも注文に応じ・標準仕様は数榊類ずつあり，
床材のみベス1■士様とカ又つくらい選択範囲かあるつ標準仕様がある るが標準仕様は定まっていオ7ション仕様，判易11仕様
タム仕様の違いがある オプション仕様も多いる でどんなものにも川一じでき

る

キッチンセット
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全 体
M1S HlM EXL HUS SWT

lp 2p 3p○ろ1p 2p 3p’㌔1p 2p 3p％ 一P2p 3p％ 1p 2p 3p m 2p 3p％豪族型
火婦のみ 4．7 1，o ：：：：67 ’．o ・・3目■

芸菱〇一7
夫婦と刊長千6才未湖：搬睾蝿鰯1？、4 10．2 8．9 ヨ5，6芸誰瑚聾誰搬搬31，7灘妾聾芸15．1 13，3
夫婦と子（長子ト12才締〕誰瑚菱籔誰撞鞭圭29，2誰睡鍵轟誰灘榊・：灘…灘撫．．．蕪覇；：：芸灘誰誰芸事聾瑚20．3観擬醜：1ヨ、1 灘聾轟誰：洲・嚇重ヨヨーヨ
夫婦と子（長刊H8才締〕15，3 3．8 蝋撫瑚事17．畠 ●・・73 26，4 20，O

：搬鞭 鍛撫鞭 王：撫： ：聾聾●夫婦と刊長子18才以トj12，3 ● 156 9．畠 一ヨ．1萎構ll．1
饒蝋籔 灘蹴搬…搬註灘28，8競 鮮騨事騨 ●複令塚族 ・：・：・：・1畠．6 ll．1 146 ・：鯉妾：・● ■：・．22．6：雛：：樽’1ヨ．ヨ

単身考 0．8 2，2 2，2
■その他 1．7 V．C．236●　1，O V．C．522，2 V．C．452，4 V．C．411．9 V．C．53 V．C．45

2p 4p 6p％ 2p 4p 6p％ 2p 仰 6p％ 2P 4p 6p％ 2p 4p 6p％ 2p 4p 6p㍗
家族人撒 1人家族 o．昌 呈、2 2，2

2人家族 ● ・．6．7 ．・・59 3，8 ：・9．纈 38 ・：6，7●3人家族 … ●：9，6 ■■13．6 ・：・：22．2 M，6 ．・・・ 7．5 誰事：15．6
4人家族 ：蝋瞬鯉灘鯉49，6萎灘鰯誰彊44．2灘搬搬灘搬48．9擬灘搬“蝿｛46．3蟻芸灘擬妾鞭：芸駕62、ヨ：撫誰覇灘44．’
5人家族 誰轟事229 誰 2畠目 15．6 抵：芸：別．4 撫樽20．8 ‘：：灘茎24，4
6人家族 6．8 13，5 2，2 ■4－9 ●57 ：・o，7●7人家族 o．4 V．C．236 V．C．522．2 V．C．45 V．C．41 V．C．53 V．（1．45

平均 （人） 4．10 4．39 3．84 4．00 4．17 4．02
2p 4p ％ 2p 4p ％ 2p 4p ％ 2p 仰 ％ 2p 4p 2p 4p

屠室敷 2 室 ●09 4．43 室
4 公土三 ・： 25 1，9 ■●■4．7 ■● 13．3 o，8●5 室 誰 ：・：23－13．9 婁誰渡鏡1搬圭轟舳2．2撫蕪輯………1・・・…．．■ ・．・．．…40．o．・・…轟載離24．1● ●

灘9．1一
6 室 ：芸誰擬鰯覇33，8重撞蝿’別、6 ．灘醐圭222 妾議妾誰誰・．・・…．42．5鞘茸蝿：3昌．9鰯：鍛：…：灘：芸聾：455
7 室 鰯芸搬祭・26，5 醗竃聾聾鵠：聯…13．ヨ 搬瑚1≡．o 妾芸聾＾洲25，9 硬：聾撫．“：273
8 室 ：：揮lo．3 葦瑚灘鯉27．5 44 受：7．4 ．・：・：9，1
9 室 04 1，9
10 会止 04 V．C．234 V．C．51 V．C．45 V．C．40 V．C．542、ヨ V．C－44

平均 6．14 6，98 5．36 5．70 6．19 6．31
2p ’P6p％ 2ρ4p 6p％ 2p 4p 6p％ 亭o4p 6p％ 2p 4p 6p％ 2p 4p 6p

L．D．Kの関係L－D－K m．5 繧醗17・3 44 V．C．454，9 78．冊：・：・H1 舳1：蟷13、ヨ 75－6●■灘聴鰯轟：鍍 灘灘：事撫冊騨撫、ξ離誰灘：彌畷：■誰聾鑓雛榊聾蝋：：圭：灘：誰：妾：搬：撫■　　●L－DK 54，9●3．o 42，2 ● ・．
LD－K 19．唱 4，4 9一拮 ●5．6 l1．1
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2p 4p 6p％ 2p ’P6p％ 2p 4p 6p％ 2p 4p 5p％ 2p 4p 6p％ 2p 4p 6p％世帯主の年齢30才未満 ■●6、ヨ 3，8 8．9 ・・…●●”．2 55 2．2■30～40才未満 46．O轟誰報轟事50．O 42，2蝿灘燃：覇蛾覇。1・癖：燃撫毫38．9 事燃顯蝋37．畠
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2p 4p 6p％ 2g 4p 6p％ 2p 4p 6p％ 2p 4p 6p％ 2p 4p 6p％ 2p 4p 5p％世帯主の鐵 寮^務的職業搬醐1踊1睡轟54・4簿彊搬灘：48．1搬…聯騨妾鞘1誰5I．1・：● ●撚概蹴搬圭　　　　●●●46，3瀞織総搬擦畷：57．4：織鴉笛柳：榊沖．・：舳
披能的職業鯉 ■H，O 5，8 H，1 24．4 9．3 67
サーヒス業 ■7，6 3．8 ．・・・．・ ．．・・8．9 1：12 ．・・9．ヨ 44
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内職・パート
学 ’‡三04 2．4
無 職 0．4 1．9
そ の 他 1，3 V．C．2371．9 V．C．52 V．C．452，4 V．C．411．昌 V．C．“ V．C，45

世帯主の 2p 4p ％ 即 4p ％ 2p 4p ％ 2p 4p 2p 4p 2p 4p
遍勤時問30分未満 1’．2 25．5 8．9 7，3 H，1 16，7

30－160分末満・・臼・9．・．・．…9・．■…・．・…．・．．，9田．田…32．6鯉聾誰…鰐妾：ヨ72 ヨ7．島●・：：・：誰：誰22，o 睾誰轟簸灘套407 214
●60－90分未満簿醒鱗聾串：33．o睡灘鰐23，5 搬搬：瑚聾33、ヨ毒瑚聾難撞撮39．0 3ヨ3 搬’．’：：：：：：＝・：● ヨ日．1

90～120分末満 事撫 垂灘 ●●●13．3 H、筥 17，8 雛蟷1：17．1 鮫 93 鰯：：ll，9
120分以止二．・・
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＜HIM＞を除けば各タイプとも，システムとしてはそ

れぞれのバリエーションの範囲を定めているものの，メ

ーカーとしてはプレハブ主要構造部材を除いてあらゆる

材料，部品等のバリエーシヨンに対応できる体制をとっ

て拾り，メーカーのもつ生産供給システムに沿った対応

が可能である。しかし，プレハブ主要構造部材そのもの

のもつフレキシビリティは在来木造工法には及ばないと

いえる。
＜SWT＞，＜HUS＞はそのシステム自体に比較的柔

軟性のある注文方式の住宅タイプであるといえ，規格型

の＜MIS＞，＜EXL＞とは自ずと違いがある。＜H

IM＞は，そもそもクローズド化の徹底をねらった商品

であり，ユニット住宅のみを扱うメーカーである事から

＜HIM＞はオープン化の方向には向いていない。

　各住宅タイプのシステム内のバリエーションの概要は

表2－1に住宅各部毎に示した。

　各住宅タイプの外観と平面の典型例を図2－2－1に

示し，又，調査対象住宅の基本的属性及び客観的条件を

各住宅タイプ毎に図2－2－2「標本構成」としてまとめた。

2－3　プレハブ住宅の選択行動の分析

2－3－1　はじめに

　居住者の個別的な住要求と住宅の多様性との対応関係

を検討するために，そうした住要求をある程度反映す

ると考えられる住宅選択行動の実態を把握しておくこと

は有用であろう。本章は，プレハブ住宅の居住者が行な

ってきた住宅選択行動の実態を分析することにより，以

下の各章において種々の態度分析を行なう際の一助とす

ると共に，プレハブ住宅及びその供給システムとプレハ

ブ住宅の居住老の諸属性との対応関係の中から，プレハ

ブ住宅の選択プロセスの特性と問題点を明らかにするこ

とを目的としている。一般に，住宅需要老の選択行動を

決定づける要因としては，需要者の住居観・家族型・収

入等の諸属性と，対象住宅のタイプや供給システムの特

性の両面が考えられる。ここでは，これらの諸要因が，

「現住宅以外の検討対象住宅」「それらを購入または建

設しなかった理由」「現往宅選択理由」等にどのように

作用しているのかを，居住者のアンケート調査の結果か

ら考察している。

2－3－2　プレハブ住宅の選択プロセス

　プレハブ住宅の選択行動の分析を行なうために，まず

様々の選択行動のパターンが生まれる前提となるプレハ

ブ住宅の選択プロセスについて簡単に説明しておく。

　選択の主体であるプレハブ住宅の需要者が現在の住宅

を最終的に選択するまでには，様々のプロセスを経てい

ると考えられる。最初に，需要者が住宅を建設するため

の土地を取得していたか否かを区別する必要がある。土

地既得の場合，基本的にはあらゆる種類の注文一戸建て

住宅を選択の対象とすることができるのに対し，土地と

住宅の両方を探さなければならない需要者は，分譲宅地

をまず探すか，選択した住宅のメーか一等に土地の紹介

をしてもらうか，あるいは建売り分譲住宅を購入するこ

とになり，住宅選択の範囲もブロセスも前者とは異なって

くる。本調査の対象となった居住者は，ほとんどが後者

の場合であった。（図2－3－1）

・1・（・1）観醍鱗襲

・1・（・・）萎灘鱗鰯麗萎萎姜1鍵

…（・1）萎鱗灘鰯灘鱗鱗麗鍵窪・舳・

…（・・）麗灘鐡灘1鱗謹鍵鍵鱗詣彗

…（・・）灘鍵鰯灘：灘麗鰯1鰯嚢…

義羅簸麗萎111
l11l1蝸．l1l1：1：27．5

一1一一　　・一・・　　　　■一一一　一　一　・　　一　　　一一‘
覇姜1姜姜萎萎鍵灘萎萎難1萎萎姜1111l11113ウ．．婁111111

一一一　一一一　　　一一　　　　一’

1

2．43．7

萎萎灘1護麗鱗鍵灘灘鍵鱗11

’　　‘

1・…　麗麗土地を買う時・特定のf主宅メーカーが指定されていた

　　　匿茎…土地を買う時・特定の住宅メーカーの指定はなかった

　　　［コ　土地は最初から持っていた．その他

　　　　　　図2－3－1住宅と土地との関係

　ほとんどのプレハブ住宅メーカーが，その住宅供給シ

ステムの中に宅地分譲を含んでいるので，望ましい立地

や環境の宅地が供給される限りにおいて，ある住宅のシ

ステムやタイプを選択するまでの段階で，それほど選択

の自由の制約はないと言える。しかし，最初に特定の住

宅メーカーの分譲宅地を購入した居住者が，必然的にそ

のメーカーのあるいは特定のタイプの住宅を建設するこ

とを余儀なくされるという場合も考えられ，住宅と共に

土地も探さなければならないことは，やはり住宅を選択

する上でのかなりの制約条件であると言えよう。また，

そのほかにも経済的な条件の影響や，需要者の家族や知

人と特定の住宅メーカーとのつながりによって，住宅選

択の範囲がある程度限定されることも考えられる。こう

した一連の言わば社会的な制約条件を除いた範囲で，需

要者の純粋な個別的指向性による住宅の選択が行なわれ

ているo

　最も一般的なプレハブ住宅の選択プロセスは，マスコ

ミやロコミによる種々の住宅情報の収集から始まるであ

ろう。次いで，住宅展示場を訪れモデルハウスを見学し

たり，各種のパンフレット・カタログ類を検討したりす

る。この段階までは，プレハブ住宅以外の他の住宅供給

システムによる住宅も同様の方法や相談を持ちかけるな
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どして検討することもある。次に，多様なプレハブ住宅

供給システムの中からあるシステム（鉄骨系・木質系・

コンクリート系等の構造材料，パネル型・ユニット型等

の構法といったハードなシステムと規格型・注文型等の

ソフトなシステムを含む）や住宅メーカーを，前述の制

約条件やセールスマンのすすめ・需要者の指向性によっ

て選択する。そして最後に，特定の住宅タイプを決定し，

次章に述べる住宅各部の選択決定プロセスを経て，現在

の住宅が建設されることになる。

　このように，需要者がブレハブ住宅という供給システ

ムを選択してから最終的に特定の住宅のタイプを選択決

定するまでには，システム・メーカー・タイプといった

重層的な選択プロセスが含まれている。これらの選択プ

ロセスは，必ずしも段階的に進むわけではなく，多くは

いくつかの選択項目が同時的に選択されている。またそ

の順序も各需要者によって一様ではない。さらに，需要

者が最初の段階で，どの範囲まで決定しているかによっ

て，当然住宅選択行動の範囲は異なってくる。このこと

は，次節以下の分析において重要な前提である。

2－3－3　選択行動の全体的傾向

　プレハブ住宅の居住者の住宅選択行動の範囲，現住宅

以外の検討対象住宅を購入または建設しなかった理由，

及び現住宅選択理由等を検討することにより，どのよう

な経緯によってプレハブ住宅が選択されているのかを明

らかにし，今後の分析を行なうための説明条件とする。

（1）選択行動の範囲

　調査対象となったプレハブ住宅の居住者の住宅選択行

動の範囲に着目すると，ほとんどが注文一戸建て住宅に

限定されており，その他の供給システムによる住宅を検

討した居住者は全体の3．8％に過ぎない。また，プレハ

ブ住宅メーカーによる注文住宅のみを検討した居住者が

全体の57．2％を占めている。（図2－3－2，図2－3

全体（236）

MIS（52）

HlM（45〕

EXL（41〕
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SWT（州
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現作宅十非プレハブ佳宅

現住宅十他の■プレハブf主宅十非プレハブf主宅

図2－3－2　住宅選択行動の範囲

－3）さらに，現住宅以外には検討しなかった居住者は

全体の28．8％であり，プレハブ住宅の需要者はかなりプ

レハブ住宅指向が強いと言える。プレハブ住宅以外の検

討対象住宅としては，大工・工務店による注文住宅が最

も多く，27．1％の居住者が検討しており，月賦住宅会社

による注文住宅・建築家に設計を依頼する注文住宅は，

いずれも10％余りであった。

（2）購入または建設しなかった理由

　現住宅以外の検討対象住宅を購入または建設しなかっ

た理由を見ると（図2－3－4），住宅タイプや供給シ

ステムの違いによつて，かなりその理由が異なつている。

各タイプとも「価格が高い」という理由がかなり多いが，

プレハブ規格型住宅から建築家による注文住宅まで価格

が高くなるに従って，その割合も大きくなっている。ま

た，ブレハブ規格型及びユニット型住宅では，「特殊な

タイ7 MI　S H　IM EXL HUS SWT 全　体
（52） ｛45） t41〕 （54〕 ／44〕 （236〕
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図2－3－3検討対象住宅の種類（現住宅以外）
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く埋由〉

1．性能・品質がわるい。

2．特殊な要求に対応できない。

3．価格が虐ヨい。

4．高級なものがつくれない。

5．どんなものが出来あがるかわからない。

6．他の家と同じような感じで個性がない。

7．設計料が高くつく。

8．弄暗jカ｛カ・カー〕，　わすらわしいo

9．細かいと二ろまで，一患い通りに淡められない。

lo．業老やセールスマンの応対に不満があった。

H．親類・知リあいなどからわるい評判を聞いた。

12．ききなれない業者や会社で，信胴できなかった。

13．手がか一〕がなく，どこに頼んだらいいかわから

　なかった。

14．その他
図2－3－4購入または建設しなかった理由

要求に対応できない」「他の家と同じような感じで個性

がない」といった，これらのプレハブ住宅のデメリット

や「性能・品質が悪い」という理由が多いのに対し，大

工・工務店や建築家による注文住宅では，「価格が高い

」や建築家による注文住宅の「設計料が高くつく」が際

立って多く，次いで「手問がかかりわずらわしい」「ど

んなものが出釆あがるかわからない」といった，これら

の住宅タイプのデメリットがかなり多くを占めている。

一方，プレハブ注文型住宅や月賦住宅では，両タイプの

中間的傾向を示している。

　これから，プレハブ住宅の居住者の住宅行動の特性を

考察すると，プレハブ住宅以外の住宅タイプについては，

主としてその高価格性や供給プロセスの煩雑性のために敬

遠され，プレハブ住宅相互の間では，性能・品質，特殊

な要求への対応性，価格，個性といった，種々のプレハ

ブ住宅の特徴が決め手となって選択が行なわれていると

考えられる。

（3）現住宅選択理由

　こうした選択行動の傾向にあつて，プレハブ住宅の居

住者が，如何なる選択決定要因によって現住宅を最終的

に選択するに至ったかを考察する。本調査でば，図2－

3－5に示すような13の選択肢から，選択の要因とな

ったすべての項目，及び最も強い項目について選ばせて

いる。

　単一回答では，「価格が安い」「性能・品質が安定し

体能・品質が安定している

特殊な要求に対応できる

価格が安い

高級なものがつくれる

展示場の昆本適リのものが
できる

他の家とは違った個性的な
ものができる

わずらわしくなく，手間も

かかIない

細かいところまで，思い通
り’二決㎡〕ら中しる■

セー一ルス’？ンの強いすすめ

があった

親類・知リあい等のすすめ
があった

会祉の名前がとおっておリ，

信用があった

住宅メーカーが土地の紹介
をしてくれた

その他

％

50，2

15．6

6．8

1，3

43，4

17．7

5．9

0，8

24．9
3，4

20．3
5，1

46，4

11，8

10．1
1，7

24．1
5．1

7．2

3，0

59，9

13，9

38，8
11．4

8．9

5．5

箏鶯成比は．上段＝領藪回答，下段：単」回答

　　　図2－3－5　プレハブ住宅の選択理由（V．C．237）

ている」「わずらわしくなく，手問もかからない」とい

った，プレハブ住宅のメリットが多数を占めているが，

複数回答では，「会社の名前がと呑って呑り，信用があ

った」が1位を占めている。また，「住宅メーカーが土

地の紹介をしてくれた」「セールスマンの強いすすめが

あった」といった規定的な要因がかなり多数を占めるな

ど，住宅産業あるいは住宅供給システムとしてのプレハ
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ブ住宅の特色が反映されており，これらの要因が副次的

にではあるが，ブレハブ住宅選択の重要なポイントとな

っていることを示している。一方，住宅の多様性と最も

直接的にかかわると思われる，「特殊な要求に対応でき

る」「他の家とは違った個性的なものができる」「細か

いところまで思い通りに決められる」といった理由は，

単一回答で数パーセソトを占めるに過ぎず，住宅タイプ

の選択の段階では，住宅の多様性あるいはフレキシビリ

ティそのものが選択のポイントとなることは少なく，む

しろ居住者の個別的な指向性に適った特性を有する往宅

タイプが選択されていると言えよう。

2－3－4　対象住宅タイプの供給システムと選択行動

　前節で分析したプレハブ住宅の居住者の住宅選択行動

の全体的傾向の中で，各住宅タイプの居住考がどのよう

な選択行動上の特性を有しているのかを，それぞれの供

給ンステムとの対応関係を中心に考察する。

（1）選択行動の範囲

　現住宅タイプ別の選択行動の範囲に着目すると（図2

－5－2），5タイプの中で＜EXI＞が極めて特異な

位置を占めることがわかる。他の4タイブでは55．5％～

68．2％がプレハブ住宅のみを検討対象としているのに対

し，＜EXL＞では，41，5％にとどまっている。反面，

現住宅以外には非プレハブ住宅のみを検討した居住者が，

43，9％と際立って多いのが特徴である。同じメーカーで

立地条件も同じ＜SWT＞では，7割近くがプレハブ住

宅のみを検討対象としていることから，これは居住者属

性の差によるものと考えられる。また，現住宅以外には

検討しなかった居住者は，注文型住宅の＜HUS＞＜S

WT＞及びユニット型住宅の＜HIM＞では，31．1％～

38．9％と多いのに対し，規格型住宅の＜EXL＞，＜MI

S＞では，それぞれ17．1％，19．2％と少ない。これは，

前者がそれぞれの供給システム自体に，大きな選択の自

由度をもつのに対し，後者では間取り・設備等がかなり

限定されており，選択の巾がかなり小さいことに起因し

ているものと考えられる。

　最も選択行動の範囲が狭いのは＜SWT＞で，非プレ

ハブ住宅を検討した居住者は31．8％，現往宅以外にプレ

ハブ住宅も非プレハブ住宅も検討したのは6．8％と，い

ずれも5タイプ中最低であった。逆に，5タイプの中で

最も宅地分譲と住宅メーカーの結びつきが弱い＜MIS＞

では，現住宅以外のプレハブ住宅を検討した居住者が

69．2％と最も多く，各住宅タイプの供給システムの違い

によって，住宅選択行動の範囲はかなり異なってくると言える。

（2）検討対象住宅の種類

　各住宅タイプ毎に現住宅以外に検討した住宅の種類を

見ると（図2－3－3），＜MIS＞では，現住宅と同

タイプの規格型の住宅を検討した居住老が36．5％で，他

の4タイプに比べてかなり多く，プレハブ注文型住宅も

42．3％が検討しており最も多い。これはやはり，図2－

3－1に示すように土地と住宅メーカーの結びつきが他の4

タイプに比べて弱いことによるものと考えられる。一方，

同じく規格型の＜EXL＞は，ここでもやや特異な位置

を占めており，大工・工務店による注文住宅を検討した

居住者が46．3％もあり，他の4タイプに比べて際立って

多い点が特徴である。また，＜HIM＞では，このタイ

ブの他のメーカーによるものが余り普及していないため，

ユニット型住宅については5タイプ中最も少なくなって

いる。さらに，ユニット型住宅がその特徴とする間取り

の自由度が限定されるプレハブ規格型住宅を検討した居

住者も11．1％で，5タイプ中最も少ないが，これはこの

タイプの居住者が間取りの多様性を重視する傾向が強い

ことを示している。次に，一般の注文一戸建て住宅に最

も近いシステムである＜HUS＞では，種々のプレハブ

住宅から大工工務店，月賦住宅会社，建築家による注

文住宅まで，均等に検討しているのが特徴と言える。同

じく注文型の＜SWT＞では，＜HUS＞に比ぺてプレ

ハブユニット型佳宅や月賦住宅が少なく，大工・工務店

による注文住宅がやや多く．この点では，同じメーカー

　立地の＜lEXI＞に近い傾向を示している。

　以上のように，各住宅タイプの供給システムの特性と

個々の住宅需要者の指向性の相違によって，検討対象住

宅の種類もかなり異カっている。

（3）現住宅選択理由

　最後に，こうした各住宅タイブの居住者の住宅選択行

動の傾向にあって，どのような選択決定要因によって，

最終的にそれぞれの現住宅を選択するに至ったのかを，

図2－5－6に示す各住宅タイプ別の現住宅選択理由を

基に考察する。

　まず，全体を概観して感じられることは，各住宅タイ

ブやその供給システムの特性を非常によく反映して，住

宅タイプによって住宅選択決定の要因がかなり異なって

くるということである。＜MIS＞では，先に述べたよ

うに土地と住宅メーカーとの結びつきが最も弱いことも

あり，住宅選択の規定要因である「セールスマンの強い

すすめがあった」「住宅メーカーが土地の紹介をしてく

れた」等の理由は，単一回答で皆無であり，複数回答で

もそれぞれ0％，21．2％で，5タイプ中最も少なかった。

逆に多い理由は，「価格が安い」「性能・品質が安定し

ている」などであった。また，規格型住宅のメリットの

「展示場の見本通りのものができる」や，独特の外観や

インテリアの魅力を評価したと思われる「他の家とば違

った個性的なものができる」といった理由が，5タイプ

の中で最も多いのが特徴的である。ところが，同じ規格

型住宅の＜EXL＞では，「価格が安い」（単一回答：

46．3％，複数回答：92．6％）が圧倒的に多く，あとは
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11、会什の名11i」かとお・一てお一」，55，7 5］．1 51．2 74．1 64．4｛．洲かムー。た11．5 8．9 4，9 27，8 13．：ヨ
12，f｛宅一一カか｛、地刀紹介21．2 35．5 53．7 42．伍 仙．5
をLてくれた 0．0 11．1 12．2 7．4 2畠．O

13、その池 11．6 13．ヨ 4．眉 ll．1 6．6
5、呂 8．9 2，4 7，4 4．4

　　　‡構成比は，H圭・複舳1答，i■圭甲1・」答
図2－3－6　住宅タイプ別現住宅選択理由

「住宅メーカーが土地の紹介をしてくれた」（単一回答

　12．2％，複数回答：53．7％）を除いて単一回答で数パー

セントを占めるに過ぎない。これは，その低価格性が如

何に住宅選択の決定的な要因であったかを示すものであ

り，他のプレハブ住宅あるいは規格型住宅としてのメリ

ット的な要因は，単一回答，複数回答ともことごとく他

の4タイプに比べて回答率が低くなっている。このよう

に＜EXL＞の居住者は，多くがどちらかと言えば消極

的あるいは規定的な要因によって現住宅を選択したと言

えよう。次に，ユニット型住宅の＜HIM＞を見ると，

単一回答では理由が比較的分散しており，1から13ま

でのすべての項目に回答があった。「性能・品質が安定

している」（単一回答：22．2％，複数回答：75．5％は，

ユニット型住宅としての特徴を評価したものであろう。

意外に多いのが，「わずらわしくなく，手間もかからな

い」（5タイプ中1位）「展示場の見本通りのものがで

きる」（同2位）であり，規格型住宅の＜MIS＞＜E

XL＞を凌いでいる。また，注文型住宅の＜HUS＞で

は，「会社の名前がとおっており信用があった「（単一

回答：27．8％，複数回答：74．1％）が1位を占め，「セ

ールスマンの強いすすめがあった」が，単一回答で14．8

％を占め5タイプの中で際立って多い。また，次の＜S

WT＞同様「わずらわしくなく手間もかからない」（単

一回答：14．8％，複数回答：70．4％）が意外と多いのが

特徴である。＜HUS＞の居住者も，＜EXL＞とは違

った意味で，住宅そのものに対しては消極的な理由で，

現住宅を選択しているように思われる。最後に，同じく

注文型住宅の＜SWT＞では，「住宅メーカーが土地の

紹介をしてくれた」が，単一回答で，実に28．9％を占め，

やはり規定的な要因が目立っている。住宅の平均価格で

は最も高い＜SWT＞であるが，「性能・品質が安定し

ている」を理由に上げた人は，複数回答で44．5％と，比

較的少なく，むしろ「わずらわしくなく，手間もかから

ない」（単一回答：15．6％，複数回答：57．8％）の方が

多くなっている。

　以上のように，プレハブ住宅の居住者の現住宅選択理

由に対する回答は，各住タイプの特性を非常によく反映

するものであった。それらの特性は，住宅需要者の個別

的な指向性に応えるものではあるが，必ずしも住宅自体

の積極的評価に値するものではなく，どちらかと言えば

副次的な要素もかなり多い。すなわち，一応需要老の個

別的な指向性に対応する多様なシステムが用意されては

いるものの，彼らの選択が果して最適な判断の結果であ

るかどうかは一概に言えないのである。

2－4　住宅各部の選択・決定プロセスヘの指向性

2－4－1　はじめに

　本章では，住宅を構成する様々な要素に対する居住者

の要求の個別性をその選択・決定プロセスに於ける生産・

供給システムの多様性とのかかわりの中でとらえ，選択・

決定プロセスヘの指向性の構造を明らかにするとともに，

それに対応した選択・決定プロセスのあり方を住宅の多

様性という観点から検討していくことを目的とする。

　従来より，戸建注文住宅の購入，建設に際しては，必

ず，規模，間取りに関する選択，決定行為のみならず，

外観，内装，設備等の細部に関する選択，決定が為され

てきたと言える。しかし住宅の生産，供給に関する工業

化，システム化，商品化に伴って，従来の注文決定行為

に比べ，選択行為の頻度が高まってきた事は確かである。

住宅各部の材料や構法の多様化は，居住老側の選択行為

の範囲を拡大し，個性化への対応を促進したと言えるが
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一面で無意味な多様化による混乱をもたらしている。選

択・決定の問題は，住宅供給者側にとっても，住宅の各

郡分にどのような選択のバリエーションをもった住宅タ

イプを供給するかという問題としてはねかえり，プレハ

ブ住宅にみられる規格型住宅のような商品化も見うけら

れる。このような住宅のある部分又はすべてが規格化さ

れている，又は決まっているという事は，選択・決定プ

ロセスにおいて如何なる意味をもつのであろうか。

　又，一方で，住宅のある郡分に対して，ここだけは自

分の思いどうりに注文してしつらえたいという意識をも

っている人もいるだろう。このような規格，選択，注文

等の選択，決定方法に対する居住者の希望を選択・決定

プロセスヘの指向性と考える。

　一般に，居住者の住宅に対する要求は，生活必需的な

基礎的要求とそれらの一応の充足の下に生まれると考え

られる生活のゆとりや楽しみに関する個性化への要求に
　　　　　　　　　　　　　　
大きく分けて考えることができる。従来から指摘されて

きた住要求の多様化は，この二つの側面でとらえる必要

があり，住宅を構成する様々な要素に対する要求が，そ

のどちらに属するものなのかを検討しながらその要求が

選択・決定プロセスヘの指向性として表われてくる構造

を明らかにしていく。

　そして，この居住者の指向性を検討する事は，住宅供

給システムが，そなえるべき多様性のあり方を，現実の

生産供給システムとの対応において考察する為の有効な

資料となると考えられる。

2－4－2　選択・決定プロセスヘの指向性の形成過程

　居住者にとって，住宅の各部分をどのように選択，決

定するのが望ましいかという問題，即，選択・決定プロ

セスヘの指向性はどのように形成されたものであろうか。

　本調査では，住宅購入又は建設の際に経験した実際の

選択，決定のいきさつと，その結果として居住者が，各

部分に対して下した評価即満足感を経て，選択・決定プ

ロセスヘの指向性が形成されるという仮説の下に，住宅

を構成する24の要素を設定し，それぞれの項目に対し

て選択，決定のいきさつ，満足感，望ましい選択，決定

の仕方を図2－4－1に示す選択肢の中から回答を求め

た。

　24の住宅構成要素は，次の4つのグルーピンクを念

頭において，図2－4－1のように設定された。

　①規模，間取りに関する項目　1～6

　②外観に関する項目　　　7～12

　③内装に関する項目　　13～17

　④設備に関する項目　　18～24

*1　マズローやマグレガーなどの欲求のヒエラルキー理論に似た考え
　　方といえる。

　　　　　　　　旬

よ1、；、1：
㌻“㍍匿］

　　　．」il・や不満
　　　．　L‡」＾］ともい、・二い
　　　．　ヨ才〕まあ一茜足

螂択．決定プロセスヘの指向性

2、：1，3幡軸的111か’、遊ふ
3一’＝きる仁け多くの桶1期’〕1いから追、一1＝
4、梢別に指定L“」吏1る

佳宅をo威する口竈

1．伸宅の広吾
2、部崖敦
3、佳宅全体剛剴取り

5．和干，1芋字の組合せ
6．作宅力桃遣形式
7　fl■宅刀外硯・デザイン
畠　屋恨局帖の材料
百．　　・　　色
10、外壁刊」1」刀材料
H．　　・　　色
12一五関扉例材質・色・柄
13一居間例鞍仕i．の材料
14，　　1・　　色・納
15．居閉州木什ヒク〕材料
帖．　　　・　　　色・柄
17．居閉の窓例人主さ・位置
蝸、キー十｝ノノフの材質
10．キー千ンセートの色・柄
20、　　　　・　　　組合せ
21．浴楯の材質
皇！、　・　色・柄
23、便器引様式・形状
別、配管・配欄例ノ王テム

図2－4－1　指向性の形成過程と住宅構成要素

この分類は一つの仮説であり，後の分析過程で検証すべ

きものであるが，住宅を構成する要素の複雑さから，厳

密には，6．住宅の構造形式のように本来はどのグルー

プにも属さない様に考えられるものもある。又，内装材

については，居間の壁材と床材に代表させている。

　以下この24項目について，選択・決定プロセスを検

討していくわけであるが，ここでとりあげた指向性の形

成過程の考え方は，選択・決定プロセスの三つの要素と

して，いきさつ，満足感，指向性を位置づけ，その関係

を先述の「いきさつ」→「満足感」→「指向性」という

仮説の下にそれらを指定する要因をさぐり，その構造を

明らかにして行こうとするものである。

　そもそも，実際の「いきさつ」は，その要素への居住

者の要求の程度が表われており，それは，先述したよう

に基礎的要求の場合と，個性化要求の場合がある。そこ

には居住者のその要素への価値観が現実的な経済的条件

と，システムとしての制約をとうして影響を及ぼしてい

ると考えられる。そして，ある「いきさつ」を経て決定

した要素に対する「満足感」」は，その物的水準に対する

価値観によって決定される。逆にいえば「いきさつ」の

結果としてのその要素の物的水準と「満足感」によって

その要素への価値観をとらえることができる。このよう

な価値判断としての「満足感」が，実際の「いきさつ」

にフィードバックされて，それをさらに肯定した形や，

否定した形での「指向性」として表われてくると考えら

れるわけである。

　選択・決定プロセスにおける3つの段階はこのような

仮説の下に設定され，以下の節において，それぞれの構

造と特性を検討し，最終的に指向性の形成過程の仮説を

検証していく。
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2－4－3　選択，決定のいきさつ

　現住宅購入時の選択，決定のいきさつを，先述の24

項目について調査した結果が図2－4－2である。図中

にみられるように選択肢は，プレハブ住宅の選択，決定

プロセスに特徴的と思われる標準仕様やオプション仕様

という項目を含んでおり，A～Dへ至るにつれてシステ

ム内での選択範囲のバリエーションが多様化していくも

のと考えられ，F，Gはシステムの範囲外のものを選択

したことになる。バリエーションの多様性，一様性とい

う観点から選択肢はC，B，Aと進むほど規格化，一様

化に向い，D，E，Fへと注文化，多様化の方向へと向

う。全体を通じて「A．最初から決められていた」。

「C．標準仕様のものを選んだ」が多く，プレファブ住

宅システムの一様性，システム性を反映しているが，特

にタイプ別の選択，決定のいきさつは2－2－3節で述

べた各タイプのシステムの特性と表裏一体の関係にあり，

ここで，改めて住宅タイプ別の検討をすることは省略す

る。従って，図2－4－2に沿って，全体としての一般

的特色を検討したい。

　プレハブ住宅供給システムに特徴的といえる標準仕様

やオプション仕様等の仕様設定ば，プレハブ住宅の商品

化に伴うシステム化と考えられるが「標準仕様を選択し

た」への回答が多くそのシステムの特性を表わした結果

となっている。注意しなけれぱならない点は「最初から

決められていた」ケースがかなり多く，この内容が規格

型商品として積極的にとり入れられた規格化と，プレフ

ァブ住宅に共通的な特性としての消極的な規格化の二つ
　　　　　　　　から成ることである。住宅タイプ毎にそれぞれ異なるが

前考は，規模，間取りに関する項目，及び設備に関する

項目における規格化であり，後者は外観に関する項目に

おけるそれであると概括的にとらえうる。又，その中に

も評価された規格化とそうでないものがあり，それが指

向性に関係してくると考えられるが，その検討は次節以

下に譲り，ここでは，24項目をグループ毎にその一般

的特色を概観する。

　まず，規模，間取りに関する項目は「E．おおよその

注文を出し相談の上決めた」，「F．特別に指定して注

文した」への回答が特に多く，住宅の最も基本的な要素

であると考えられる規模，間取りに対するシステム側の

特性と居住者の対応を表わしている。

　外観に関する項目は，A，B，Cへの回答が80％～

90％を占め，Cの標準仕様も殆どの場合，一種類しか

なく，非常に規格化されているというプレファブ住宅の

システムの特性を表わしている。6．住宅の構造形成は

＊12－2－2節プレハブ住宅供給システムの特性のところでふれたよう
　に，商品化と結ひついた規格化とプレハブ化から生ずる規格化の
　違いであり，マーケッティング戦略としての商品化からとらえた
　積極的，消極的という意味である。

1．作宅の吐、さ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2352．剖蝪数

3，f≒『＝本イ本ぴ〕1削耳正り　　　　　　　　　　　　　　　　　　　25．岳
4．牌間と食肯と台所のつなか一」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2珊5．和劣・汀字の級合せ　　　　　　　　　　　　　　　　　　295　　9．o　o，4
6．fi1宅の騰造形式
7．fi＝宅の外観テサイン　　　　　　　　　　　　　　　　　　2ヨ5

8．尉1州材の材料
　　　　　　　　　　　　　　　　　　仙．o　　　㎝’
9．　　・・　　色
　　　　　　　　　　　　　　　　　　“．3里I8．l　o．4
10．外‘舳・トの材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　234

11．　　l1　　色
　　　　　　　　　　　　　　　　　　391　　　正”’
I2．玄閑扉の材質・色

13．1■号閉の即仙．トの材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　23≡

14－　　　l1　　　色・納

15．榊11州州、ト剛オ料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2コ5

16．　　・　　色・柄

17．，1’；1閉の窓の大きさ・位置

18．キ’千ンンンクの材賞

19．キノ手ンセノトの色・柄

20．キノ千ンセパ・の縄今せ

21．浴槽の材質

22．苛谷梓；の色⊥・キ内

23．使器の様式・

　　　　1・、榊」ガ。、肋1、れていた
　　　　［コ　B一茎者に1かセた1・jはW」批小・／・一1．右承■〃
　　　　麗露麗・、1、榊」1小・／・川1・一一・／・1ゲをゲ，舳W｝jを遮んた
　　　　［コ　・．榊批小・た川1ダ～フい　　・，1・川舳〃1を舳1
　　　　匡嚢嚢ヨ・．川」よそ州川・，茱川11．■川、W・
　　　　口・．州い｝1、舳州■■li1lllピ、l／！l
　　　　■f；、その他

　　　図2－4－2　選択・決定のいささつ（全住宅タイプ）

いきさつとしては，外観に関する項目の回答パターンに

最も近い。叉，屋根葺材は，陸屋根の場合以外，殆どす

ぺてがカラーベストシングルであり，その色は，供給側

としても，数種類準備する事が他の構成要素に比べて容

易であるために，Cが64．3％と非常に多くなっていると

考えられる。

　内装に関する項目は「D．オプショヨン仕様」への回答

が多い事が特徴的で，Cもやや多い事から，C，Dとい

うシステム内での選択といういきさつを経たケースが最

も多い項目であると言える。内装に関する標準仕様は外

観とは違って，殆どのタイプで少なくとも2，3種類以

上用意されており，オプション仕様を含めた選択範囲は

＜MIS＞，＜HIM＞等の規格化されたものを除けば，

かなり広い点に留意すべきである。

　設備に関する項目は，Aが最も多く，反面，D，Fも

比較的多いのが特徴で，特にキッチン設備にFが多い点

が居住者の個性化要求の強さを示している。又，24．

配管・配線のンステムは，末端的ネットワークまでをも

含めたとらえ方をしており，E，Fへの回答が多くなっ

ている。
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　選択，決定のいきさつは，ブレブァ住宅供給システム

の全般的特色を述べているのに等しく，詳しくは2－2－3

節の各住宅タイプの特性の所を参照されたい。又，居住

者の基本的属性である年収及び家族型別の考察は全体と

してはあまり相関がない。規模，間取りに関する項目に

益いて，注文相談，指定注文したケースや内装に関する

項目においてオプション仕様を選んだケースは，年収及び

家族型としてのライフステージが比較的高い場合が多い

という傾向はあるが，本来は各住宅タイブ別あるいは

同様のシステム円において詳細に検討されるべきであり，

本報告書では省略した。

2－4－4　選択，決定プロセスにおける満足感

　本調査では，住宅を構成する24の要素の選択，決定

のいきさつに対する評価を，各項目の物的評価を通して

把えている。即，ある選択・決定のいきさつを経て，定

まった住宅構成要素への満足感が選択，決定プロセスヘ

の指向性として反映されているか否かを検討する為のス

テップとして，各居住者の満足感を規定する様々な要因

を探り居住者の価値観をさぐることによって満足感の構

造とその特性を明らかにする。

　24の住宅構成要素への5段階評価を因子分析した結

果，図2－4－3のように6つの因子が得られた。第1

因子は，項目1～5の規模，間取りに関する項目である。

第2因子ば「住宅の構造形式」を含むが，項目6～12

の外観に関する項目である。第3因子は，項目18～20

のキッチン設備に関する項目，第4因子は，項目15，

16の内装床材に関する項目，第5因子は，項目13，

14の内装壁材に関する項目，第6因千は，項目21，

22の浴室設備としての浴槽に関する項目である。「17．

居間の窓の大きさ，位置」「23．便器の様式，形状」，
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図2－4－3　満足感因子分析
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「24．配管，配線のシステム」は，どの因子にも，因子

負荷量が低く，独立したその他の項目として扱う。

　以下，図2－4－4「住宅タイプ別因子得点」，図2

－4－5、「5段階評価タイプ別平均値」，図2－4－6

「5段階評個年収別・家族型別平均値」のグラフに沿っ

て，各因子毎に分析を進める。
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図2－4－6満足感5段階評価年収別・家族型別平均値

（1）第1因子，規模・間取りに関する項目

　住宅タイプ別に見ると，規模・間取りに関して，極め

て規格型であり在がら，延床面積の平均値の非常に大き

い＜M　I　S＞の因子得点及び5段階評価平均値が極めて

高く，自由設計を建て前としたくHUS＞の因子得点が

低い。同じ自由設計型のくS　WT＞ぱくM　I　S＞につい

で因子得点が高い。各タイプ毎の一人当りの床面積の平
　＊1
均を求めると低い方から＜HUS＞，＜EXL＞，＜H
I　M＞の順であり，因子得点と強い関連がある。そもそ

も広さの充足は，基本的基礎的要求を満たすと考えられ

個性化，多様化への要求はその後にあらわれるものでは

なし（だろうか。項目別にはくEXL＞の評価が項目2で

やや高く，項目3，5で特に低くなっている他ば因子得

点の高さの順序と同様である。

　年収及び家族型との相関は殆どないといえるが，項目

1～3については，年収500万円以上の年収の高い層で

評価がやや高く，家族型別には，長子6才未満の子供十

夫婦の家族型に呑いて平均的に評価がやや低い。

（2）第2因子，外観に関する項目

　外観は2－2－3節で述ぺたように，全タイプとも他の

項目に比ぺ，かなり規格化されているが，その中でも外

ホ1低い順に＜HUS＞26．6刎，＜EXL＞270㎡，＜HIM＞29．3
　栃，＜SWT〉32．5栃

観の総合的評価とも言える項目7と「12．玄関扉の材質，

色，柄」の満足感が相対的に低い。項目8～11の屋根，

外壁に関しては「色」への満足感が「材料」への満足感

に比べて高い。特に屋根葺材の色はくHIM＞以外のタ

イプにおいて数種類の選択範囲があるという「いきさつ」

と関連があると考えられる。第2因子のタイプ別因子得

点をみるとくMIS＞＜SWT＞が高く，＜HIM＞

くEXL＞の順に低い。項目別にはくHUS＞が項目7，

12に於て，著しく低く，玄関扉に関しては約80％が

黒であるくHUS＞とくHIM＞のサーモンピノクの玄
関扉に対する評価が低い。又，平均的に満足感の高い

くM　I　S＞で，「8．屋根葺材の材料」の評価がやや低

い点とくEX　L＞の外壁材料への評価が他のタイプに比

べて低い点が特徴的である。

　年収別には600万円～700万円層が平均的に満足感が

高く，700万円以上の層と共に各項目への平均評価値の

変化がみられない。項目7に関してぱくM1S＞くSW

T＞の評価が極めて高い事から年収と相関がある。

　家族型にはく夫婦のみ＞の評価が7～12の全ての項

目について高いと言えるが，ライ7ステージとの相関は

殆ど表われていない。

（3）第3因子，キッチン設備に関する項目

　全体としてば「18．キッチンンンクの材質」，「19．

キッチノセットの色・柄」の評価が高く，「20．キッチ

ンセットの組合せ」が相対的に低い。タイプ別には＜H

IM＞の因子得点が最も低く，くMIS＞ぱ，項目19

の満足感ぱ高いものの他の二項目の評価平均値が最も低

く，その結果，くH　I　M＞に次いで因子得点が低い。両

タイプが共に高級設備化をキャッチフレーズにしている

のに反して，こういう結果が出ているのは，規格化を高

級化でカバーするという手段の失敗例と考えられよう。

それに対し，低価格で規格型のくEXL＞の場合，標準

的なキッチン設備を選んだ人が約90％を占めているに

もかかわらず，満足感の因子得点が最も高くなっている。

　年収別，家族型別には，階層問の評価平均値のバラツ

キが小さい点が指摘できるが，年収の低い層で評価がわ

ずかに高くなっているo

（4）第4因子，内装床材に関する項目

　この項目は，タイプ間の評価平均値のバラツキが最も

少ない項目といえるが，因子得点をみるとよくわかるよ

うにくEXL＞の評価がやや高い。又，「材料」に比べ

「色」への満足感が高い。

　年収別，家族型別にもバラツキが少なく，相関もない

といえるが，「夫婦十子（長子6才未満）」，及び「夫婦

十子（長子6才以上12才未満）」の層で，「色・柄」

への満足感がやや低く相対的に「材料」への満足感が

高くなり，材料と色の評価が逆転している。居問の床仕

上材別の評価平均値を求めると，たたみの場合3．48，カ
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ーペットの場合3．51，木製の場合3．76となっており，合

板や銘木合板などの木製床材の満足感が高くなっている。

（5）第5因子，内装壁材に関する項目

　内装壁材に関する項目は，居間の壁仕上に対する評価

でとらえているが，内装床材に比べ，評価の平均値がや

や低くなっており，これは，全般的に評価の高い＜MI

S＞の評価が，内装壁材に対して特に低い為と考えられ

る。＜MIS＞の内装壁材は，殆ど全ての個所で一律に

定まっており，居間の壁仕上は白いビニールクロスであ

る。このビニールクロスという材料と，個性化の要求が

比較的高いと思われるものに選択性がないという両者が

結びついて評価を下げたのでぱないだろうか。他のタイ

プについても，比較的自由に選ぺる＜HUS＞，＜SWT＞，

＜EXL＞の評価がやや高く，やや選択範囲の狭い＜H

IM＞の評価が低くなっている。

　家族型別には，内装床材と同様に1夫婦＋子（長子6

才以上12才未満）」のみ「色・柄」への評価が「材料」

よりも低くなつている。

（6）第6因子，浴室設備に関する項目

　浴槽の材質と色・柄に対する評価は，その平均値の差

が，他の項目の材料と色の差に比べて大きく，特に＜H

US＞，＜HIM＞において，その傾向が顕著であり，

又評価平均値も低い。＜HIM＞は100％，＜HUS＞

は70％余がFRPユニットバスを使用しており，浴槽

の材質別の平均値を求めると，ユニットバスが3．25，ポ

リバスが3．43，ホーローバスが3．80，ステンレスバスが

3－95となっており，ホーローバスが54％を占める＜M

IS＞の評価が高いのがうなづける。＜EXL＞はホー

ロー，ステンレスも若干あるものの80％弱が標準仕様

のポリバスであり，しかも＜MIS＞についで評価が高

く，キッチン設備とともに標準的設備への満足感が高い

タイプと言える。

（7）その他の項目

　「17．居間の窓の位置，大きさ」は＜HIM＞の評価

が高く，＜EXL＞，＜HUS＞の評価が低い。＜HIM＞

は4枚窓が31．1％を占めて春り，＜MIS＞は窓の数が

2ケ所以上ある場合が過半数ある点に高い満足度との関

連があると思われ，＜EXL＞は窓が1ケ所で2枚窓の

場合が殆どである。方位は，独立往宅である為，殆どの

場合が南（南東，南西を含む）を向いており，評価との

関連はないものと思われる。

　「23．便器の様式，形状」は，第3因子の因子負荷量

が0．35であり，第3因子と1司様に＜HIM＞の評価が低

いが，他のタイプは評価平均値が3．80～3．85付近に集っ

ている。便器のメーカー別，及び和式，洋式別の評価平

均値には殆ど差がみられない。

　「24．配管，配線のシステム」は，規格型で設備の充

実をキャッチフレーズとした＜MIS＞及び＜HIM＞

の評価が高く，注文型の＜SWT＞＜HUS＞が低い。

年収別には600万円以ヒ700万円未満の層で2．95と極め

て評価が低く，家族型別には「夫婦のみ」の評価平均値

が4，04と飛び抜けて高くなっている。

（8）　まとめ

　以上，住宅構成要素への満足感を概括したが，これら

は大きく分けて，各要素への基本的要求に対する満足感

と，より上位の趣味性，個別性要求に対する満足感であ

る場合が考えられる。しかも，それらは各要素毎に，又

各居住者毎に要求の程度が異なり，こうした要求をもた

らす潜在的な価値観は住宅購入以前から形成されてきた

と考えられるが，それが住宅購入後に，実際の各要素の

居住性能と結びつき，評価として顕在化してくると考え

られる。その際，その評価の一因となるものが，供給者

側の準備した選択・決定プロセスそのものである場合と，

居住者の選択・決定行為そのものである場合がある。前

者はある要素への不満が，選択範囲の狭さによってその

物的水準，居住性能を居住者の要求に対応させられなか

った為に生じるものである。後老は，ある要素を選択・

決定する際に，居住者の情報不足等から選択を誤まった

為に生じる不満であり，選択の失敗と考えられる。叉，

評価が高い場合は，たとえ，選択範囲が狭くとも，その

規格化された内容を評価してそのシステムを選択したか，

その物的水準が居住者の潜在的価値に対応するものであ

ったと考えられ，これは第5章で主にとりあつかったよ

うに，規格化された要素や，選択可能な要素の複合体と

してのシステムを選択する事に成功した場合といえる。

その次の段階として要素の選択・決定プロセスがあり，

ある選択行為の結果としての満足感は，選択の成功と考

えられる。

　満足感が選択・決定プロセスや行為そのものに対する

価値感として結びつく過程について触れたが，これは指

向性の形成過程そのものである。しかし，居住者の価値

観は，各要素の物的水準に対するものとして把えること

が最も明快であると考えられ，各要素の物的水準と満足

感の対応関係の分析を更に詳細に進める事が今後の課題

といえる。

2－4－5　選択・決定プロセスヘの指向性

　これまで指向性の形成過程に沿って，選択・決定のい

きさつ及び満足感の特性を明らかにしてきた。本節では

選択・決定プロセスヘの居住者の価値観のあらわれとも

いえる指向性の全体構造をとらえ，その一般的特色を明

らかにするとともに，指向性の形成過程に沿った検討を

加え，望ましい住宅供給システムにおける選択・決定プ

ロセスのあり方を探る上での方向づけを行いたい。

（1）指向性の全体構造

　本調査では，先に設定した24の住宅構成要素に対し
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てそれぞれに望ましい選択，決定の仕方を4つの選択肢

の中から回答させた。4つの選択肢は以下の通りである。

　1．最初から決っている…………………………規格化指向

　2．2，3種類の中から選ぶ……………数種選択指向

　3．できるだけ多くの種類の中から選ぶ

　　　　　　　　　　　　　　　　　……………多種選択指向

　4　特別に指定して注文する…………………指定注文指向

この4つの選択肢は，選択決定方法の自由度あるいはバ

リエーションの多様性という観点から順序づけられてお

り，1～4の番号は，そのまま選択範囲内の多様さの程

度をあらわしている。もちろん，規格化，選択，注文と

いう定性的なとらえ方も必要であり，その観点からの検

討も随時行なう。

　　まず，指向性の全体構造をとらえる為に，1～4を選

択範囲の多様性をあらわす指向性得点と考えると，その

中聞点である2．5が多様性，一様性のクリティカルポイ

ントとなる。この意味で指向性の選択肢1，2は一様性

指向，3，4は多様性指向と大きく分類できる。　24の

住宅構成要素へ指向性得点を，因子分析法を用いて分析

した結果，図2－4－7に示すように意味のある4つの

因子が得られ，その因子負荷量から，24の住宅構成要

素は，次の4つのグルーピングによって分類される。

　　　　　　　　　　　F＾C有宅f晶成螢糸　　　　　　　　　　　寄0H1　　r＾c峠｛（75，1〕OH2　　F＾Cll．610R3　　F＾c17，1〕0R4r6．21
共　逓　一11

1．住宅の広きO．11873O．74505O．2－528O．14567皿、63675
望．部岸鼓 0．1850一0．795120．1384筥O，1305εO．70268
3．伸宅令体州1取り0．201200．83065O．16928O．一8696O，7940？
4，L・D一㍑1つもがりO．198η0．75567O．178850．279540．72068
；、和宇・糾…の蛆ゐ合せ0．23138O．82164O．13仙1O．18493O．7昌090
6、甘宅引構造形式O．28030蔑堆…0．伽71義1義O．43656O．253760．50165
7．伸宅の外硯・テ刊インO．31001義1姜1…川・灘O．49236O，25553O．5753伍
o．榊舳村の材料O．2舶98O．21040O．805530．29463O．86061
9．　・　色 O．31896O．20964O．76028O．27035O．80175
m．外壁仕1剛榊O．350680．18655O．79306O．238070．84341
n一　・　色 O．32722O．17076O．80865O．22615O．84130
12、玄間扉剛順・色O．30齪40o，34－3崎O．3畠5580．30942皿．45605
13．居閉の壁仕1二剛州0．22540o．19909O．32600O．802唱30．8仙25
14．　　・　　色・榊O．21029O．23405O．29439O．79624O．81966
15、屑闘の床仕L剛榊0．36694O．307380．24057O．74865O．8〃49
16．　　l1　　色・柄O．35418O．31931O．217860．74710O．83303
π．峠；闘榊11・雌．1萎0．45447O．36975O．30204O．322370．53凹1
蜆．キソ千ン〃川材質0．767840．1979唱O．269］0O．267250．η262
”．キソ千ニセ・トの色・柄O，83208O．202620．24707O．255440．85970
20．キソ千ンセパの組合せO．80531O．216880．19〃0O．30489・O．82643
21．浴竈剛順 O．654860．23094簸0．486440．M522 0．73989
22．涜邊の色・補浴O．705ηO．23606O．466990．172550．78497
23．便器の牒式・形状0．62902・．…m萎萎O．440240．201550．67855
加・服・榊パテム鱗0．47733O．223620．25M7 0．291750．42621

図2－4－7　指向性の因子分析

①設備に関する項目　第1因子……

②規模・間取りに関する項目

　　　　　　　　　　　　　　　　　第2因子……

③外観に関する項目　　　　第3因子……

④内装に関する項目　第4因子……

項目17～24

項目　1～5

項目　6～12

項目13～16

これらのグルーピングは2－4－2節で述べた住宅構成

要素のグルーピング仮説にほぼ一致するものであり，2

－4－4節の満足感の構造ともおおよそ一致すると考え

られる。

　グループ間の関係をみていくと，設備に関する項目以

外の要素で第1因子への因子負荷量が比較的高いのは，

項目7～12の外観に関する項目及び項目15，16の

居間の床仕上に関する項目であり，第1因子の寄与率が

75．1％であることから考えても，他の項目と最も関連が

あるといえる。外観と設備に関連があるのは，第3因子

への因子負荷量をみると，項目21～23の浴槽及び便

器に関する項目の因子負荷量が高い事からもうかがえ，

これらの詳細な分析は，後で触れる事にしたい。

　第2因子は，規模，間取りに関する項目であり，内装

に関する項目への因子負荷量も，やや高く，項目12，

17の玄関扉や居間の窓とも関連があることがわかる。

　項目12，17はともに，どの因子への因子負荷量も

低いが，その中で最も負荷量の高い因子のグループに入

れて検討する。全体構造としては，全項目間の相関係数

がかなり高いものの，仮説に順じてきれいにグルーピン

グされたといえる。以下，規模・間取り，外観，内装，

設備というグルーピングに沿って分析を進めていく。

（2）指向性の全体的特性

　図2－4－8が全タイプについての回答をまとめたも

のである。4つの選択肢への回答比率を帯グラフで表す

と同時に，指向性得点として考えた場合の平均値をプロ

ットしてある。

　全体的傾向としては「3．多くの種類の中から選ぶ」

への回答が殆どの項目を通じて多く，指定注文指向と併

せてみると，選択・決定範囲の多様さを求める声が強い。

これは，全般的に規格化，標準化傾向の強かった実際の

「選択・決定のいきさつ」とは逆の傾向となっており全

般的に満足度は比較的高いものの，このような傾向とな

るのは，そもそも住宅の各部への個別性，多様性の要求

が高いか，又はプレハブ住宅システムに特徴的な規格化，

標準化傾向の強いシステムに対する潜在的な反発のあら

われであると考えることができる。

　叉，指向性得点の平均値によって検討する場合，得点

の中間点である2．5以下は一様性指向，2．5以上を多様

性指向と考えることができ屋根葺材，外壁仕上，浴槽に

関する項目でわずかに一様性指向となっているものの，

他はすべて多様性指向が強いといえる。

　各項目間の比較は，後に全体構造に沿って詳細に行う

が，全体として多様性指向が多いことは否定できないも

のの，実際の選択，決定のいきさつに沿った傾向がうか

がえる。即ち，「選択・決定のいきさつ」において規格
　　　　　　　　　　　
化，標準化傾向の強かった項目ほど規格化指向，数種選

＊1　「A．最初から決まっていた」，「C．標準仕様のものを選ん
だ」の比率が高いことを示す。
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2・0　　　25　　　3・O　　　　　　0／・均仙

］．伐宅のu．き

2、部㎏数

3．住宅令体剛閉収り

4．L・D・Kのつなかり

5．和宇・。羊字の繍介せ

6．仲三オ三ク〕牛箒j造冊多工t

7．f主宅の外観テサイン

8．俸杜皇｛‘‡4グ〕†イ辛十

9．岸根砧材の色

10．外呉幸仕トの材料

11．外壁仕トの色

12．玄閑扉の材質・色

13．馴閉の壁仙．トの材料

14．牌閉ク雌什1二の色・キ内

15．　’一；閑jの一木“二1二のヰ4辛斗

工6．榊1」州木“1トの色・納

17．’一…閉の窓の大きさ1位置

18．キノチンンンクの材質

19．キノ千ンセノトの色・柄

20．キ’チンセ’トの組合せ

21、浴構の材質

22．浴橘の色・柄

23．使器の様式・形状

24．丙己管一配線のノステム

　　　　コ　　日1、ヨ　　　　　2ヨ1

　　二二二ニコ

　　　　コ
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図2－4－8選択・決定プロセスヘの指向性（全住宅タイプ）
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2一卯

2．95
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1．；ヨ
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2．42

二1刊
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呈7ヨ

274
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2－6日

2ヨ3

」担．コ。

択指向が多く「いきさつ」で，A，Oが少なかった項目

は指向性も少ないと言える。そして，グループ別に最も

多様性指向の強いものは規模・間取りに関する項目，次

いで内装に関する項目設備に関する項目であり，外観に

関する項目は，最も多様性指向が低く，一様性指向の傾

向があるといえるO

（3）規模・問取りの選択・決定プロセス

　規模・間取りに関する項目ぱ，項目1～5のすべてを

通じて，指定注文指向，多種選択指向が最も多く，指向

性得点の平均値もZ86～Z97であり，最も多様性指向が

強いといえる。

①指向性の住宅タイプ別特性

　住宅タイプ別には，かなり異なった傾向を示して拾り

各タイブ毎の指向性得点の平均値とその標準偏差による

グラフが図2－4－9である。くMI　S＞は標準偏差が

高く，平均値は低い。即ち，5タイプの中では群を抜い
　　　　　　　　　　　＊1
て規格化指向の割合が多く，又数種選択指向も比較的高

い。規格型住宅である＜MI　S＞のシステムの特性を反

映した指向性があらわれているといえるが，平均値はZ5

‡1　住宅タイプ毎に4つの選択肢の比率を示すグラフは省略した。

前後であり，一様性指向にまで至っていない。逆に，も

っとも多様性指向の強いタイプはくSWT＞であり，次

いでくH　I　M＞くE　XL＞が並んでいるが，くH　IM＞

は項目1，3，5において指定注文指向が他のタイプに

比べて最も多く，くEXL＞ぱ多種選択指向が集中的に

多く標準偏差が低い点が特徴的で，くHUS＞は5タィ

プの平均的な値を示している。

　図2－4－9をみると，くEXI。＞を除く4つのタイ

プでは，項目1～5がタイプ毎にまとまっており，くE

XL＞は項目間のバラツキが大きい。
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図2－4－9規襖・間取りの選択・決定プロセスヘの指向性

　　　　（住宅タイプ別平均値と標準偏差によるグラフ）

②指向性の形成過程による検討

　図2－4－1Oは「3．住宅全体の問取り」に関する

「いきさつ」，「満足感」，「指向性」の三重クロス表

であり，ある選択・決定のいきさつを経，その結果，満

足感あるいは不満感を抱いた人が，どのような指向性を

持っているかという事を示している。

　規模・間取りに関する項目としては「3．住宅全体の

問取り」で代表させている。「いきさつ」別の満足感5
　　　　　　　＊2
段階評価平均値ぱ，A，Fで高く，O，Eで低い。Aの

評価値がFに次いで高いのは＜MI　S＞が多く，規格型

の問取りとして決言っていたものを評価して購入した為

と考えられる。従つて，指向性も規格化指向の人はAに

集中しており，「A一満足」に紅いてのみ指向性の平均

値も2－50を割って拾り，わずかに一一様性指向に傾いてい
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊3るといえる。くM　I　S＞の延床面積の大きさとそれから

招来される所の間取りを考えると高い水準での規模・問

取りの規格化が評価されている事がわかる。

　満足感が相対的に最も低いといえるCでは，不満から

満足へ移行するに従って，数種選択指向が増えている点

実際のいきさつである「C．標準仕様のものを選んだ」

を肯定する傾向となり，指向性の形成過程の仮説に適合

した結果が部分的にみられるが，他の「いきさつ」と比

較すると，多種選択指向が強く，指向性得点平均値が

309であり多様性指向といえる。

‡2　図2－4－1Oでは3段階にまとめてあるが，平均値は5段階
　　の評価値で計算されている。

＊3　＜M　I　S＞の延床面積の平均値は131．4㎡である。
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図2－4－10　指向性の形成過程　その1

（234）

　Eの場合は，満足感平均値及び指向性得点平均値とも

にCとほぼ等しく，指向性回答パターンもよく似ている

が，Cと比べて指定注文指向及び，数種選択指向がやや
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　多く，選択・決定のいきさつとしてのEのあいまいさを

一面で表わしているといえる。

　「F．特別に指定して注文した」では，サンプル数が

やや少ないが，満足感平均値も最も高く，指向性も指定

注文指向が非常に多く，間取りという項目の基本的重要

性を示していると考えられる。

③まとめとしては第一に，「いきさつ」，「満足感」

の検討を通して規模・間取りに対する要求が基本的・基

礎的要求であるとともに個性化への要求も高い事が明ら

かになった。第二に，それに対応する手段として，指定

注文方式の有効性は従来より認められているように実証

されたものの，高い水準での規格化が，指定注文方式に

準じる評価の高さを得ており，その有効性の検討が規模・

間取りに関する多様性を内包する計画的住宅供給手段と

して重要な意味をもつと考えられる。

（4）外観の選択・決定プロセス

　外観に関する項目は，最も指向性平均値の低い項目で

あるが，項目6～12の中では，項8～11の屋根及び

外壁に関する項目においてその傾向が顕著であり，多種

選択指向及び指定注文が他の項目と比較して最も少なく，

規格化指向，数種選択指向が多いと言える。「6．住宅

の構造形式」，「7．住宅の外観，デザイン」は，指向

性の平均値がやや高いが，規格化指向が強い点で共通的

といえる。

①指向性の住宅タイプ別特性

　住宅タイプ別には屋根，外壁に関する項目に対して

＜HIM＞の規格化指向が高く，図2－4－11のよう

に指向性の平均値が低く，標準偏差が高くなっている。

特に項目8，10の材料に関する項目では，規格化指向
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
への回答率が多種選択指向を上まわっており，注目に値

外　　　口昌皿
8％ ム7○僅竜内o迫脂式

7硅宅切外o・デサイ｝ lo口11△1…9崖獺凸呵帥制叫
ヨ　　　　色1．■■ ㌔必。，　，o加■llロー
m．叶里仕止州岬ヰ ●I．8 ムllll 色 ▲lo▲H ■j▲‘ ▲12　■，
1…．左朋口州’o・芭・｝ ■‘■12

＾コ ●△ヨ，｝^］s ■9 ●｛■7
□HIH ▲o
●EIL
●H■5
▲昌WT

o≡■■ ● ■，、5 ヨo 岬均olヨ、o・一〇性拍向 争o性o向
図2－4－11　外観の選択・決定プロセスヘの指向性
　　　　　　　　　（住宅タイプ別平均値と榎準偏差によるグラフ）

＊1　おおよその注文を出し相談の上決めた場合，結果的に供給者
　　　側の用意した標準仕様，オプション仕様におちつく場合と特別
　　　仕様に落ちつく場合があると考えられ，おおよその注文を出し
　　　相談の上決めたといういきさつが指向性にそのまま反映されな
　　　い場合が考えられるからである。
＊2　この回答パターンとなっているものはこの他には＜MIS＞の
　　　項目6．住宅の構造形式に対する回答だけである。
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する。同図をみると＜SWT＞の項目8～11の指向性

得点の平均値及び標準偏差が低い、点でまとまっており，

回答パターンにおいて，数種選択指向が多種選択指向を
　　　　　　上まわっており，しかも指定注文指向が他のタイプに比

べて最も低く，特に項目10，11の指I句性得点平均値

はタイプ別，項目別にも最も低い。一様性指向の最も強

い項目である。＜SWT＞の外観は，白い外壁にその特

徴をもち満足感もかなり高かった点が指摘できる。＜M

IS＞，＜EXL＞，＜HUS＞は，項目8～11に関

しては平均値，標準偏差ともに同様な傾向にあり，その

中では「9．外壁仕上の色」が多様性指向に傾いている。

　項目6，7はタイプ別に指向性平均値が分散しており，

特に項目6でその傾向が著しい。

　項目12は＜MIS＞で規格化指向が高く，指向性平

均値が低いが，他のタイプは平均値の高い所でまとまっ

ておリ，特に＜HIM＞の指定注文指向が極めて高い。

　項目7，12の満足感平均値が相対的にかなり低かっ

た点を考えると，選択・決定のいきさつにおける規格化

の強い項目では，その満足感の低さが，多様性指向とな

って表われると考えられる。

②指向性の形成過程による検討

　外観に関する項目の選択・決定のいきさつが極めて規

格化されているのは前にも触れたが，ここでとりあげる

「8．屋根葺材の材料」はその傾向が極めて顕著であり

又，満足感もそれほど高くはない。指向性の形成過程の

各段階の三重クロス表を規模・間取りにおける「3．住

宅全体の間取り」と同様の形式で示したのが図2－4－

12である。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「いきさつ」別の満足感平均値はD，Eで此較的高い

がA，Cではやや低く，全体を通じて「どちらともいえ

ない」への回答が多いのが目立つ。指向性はB，Aで規

格化指向が最も多く，D，Eでは存在しない。

　形成過程別にみると「B－どちらともいえない」にお

いて，サンプル数が7と少ないながら指向性平均値が

1．57と極めて低いが，これは，無関心派の代表ともいえ

る消極的一様性指向と考えられる。

　「A－不満」では指向性平均値が高く，指定注文指向

も多いが「A－満足」へと満足感が上るとともに指向性

平均値が下がり，一様性指向が強くなっている。即ち，

規格化傾向の強い「いきさつ」と不満感によって多様性

指向が形成され，満足感によって一様性指向が形成され

ていることがわかる。

　Cでは，Aに比べてやや指向性平均値が高いものの，

*1　項目9については全サンプルでの回答パターンにおいてもこの
　　傾向があり，タイプ別には＜HIM＞の項目9．屋根の色，11．
　　外壁の色においても数種選択指向への回答が最も多いが，多種
　　選択指向，規格化指向との差が小さく，従って分散が大きくな
　　つている。
*2　D，Eのサンプル数が少ない為，グラフは両者をまとめてつくら
　　れている。

（　〕内はサン7ルの実数
　＊　｛簡足三擦54生1塔言芋｛曲「いきさつ」別』平上勺f直
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＊＊＊　　　・　　’いきさつ　・・満足感」別平均値
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図2－4－12　指向性の形成過程　その2

同様の傾向が顕著であり，指向性の形成過程の仮説を最

も明瞭に実証しているといえる。

③　まとめ

　外観に関する項目の中で比較的満足感の低い，項目7，

8，12については，屋根葺材としてのカラーベスト，

＜HUS＞，＜EXL＞の外観，＜HIM＞のサーモン

ピンクの玄関扉など，総合的にみて，決して物的水準が

高いとは言えないであろう。ここでのまとめとしては，

第一に，何らかの点で低い物的水準での規格化が不満感

と結びついた場合，それが端的に多様性指向として表わ

れる事であり，全体として一様性指向に傾いている項目

においてさえ，不満感が即座に多様性指向への結びつく

メカニズムの存在する点である。このような多様性指向
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と，マーケットセグメンテーションによるいたづらな商

品個別化の結びつきによって，無意味で混乱的な多様性

が生み出される危険性がある。これは，外観に関する項

目のみならず，他のすべての構成要素に対してあてはま
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
る可能性をもっている。外観に関する項目は，第3編で

述べる居住地の多様性の主要な構成要素でもあり，個々

の住宅における各居住者の評価のみの問題として扱えな

い点を含んでいるだけに，多様性指向や個別化要求へ安

易に対応するのは誤りであろう。まとめの第二として，

分析結果に従えば若干ながら一様性指向に傾いている屋

根，外壁を望重しい方向で一様化し，外観に関する項目

の中でもやや多様性指向の強い玄関扉や窓等の細かい部

分での多様化によって個別性要求への対応を計るような

計画的供給手法が指摘できよう。

（5）内装の選択・決定プロセス

　内装に関する項目は規模・間取りに関する項目と同等

に多種選択指向が多く，規格化指向が少ないが，数種選

択指向が比較的多い為に，指向性の平均値は2．75前後と

規模・間取りにつぐ多様性指向を示している。

①指向性の住宅タイプ別特性

　図2－4－13「内装の住宅タイプ別指向性平均値・

標準偏差によるグラフ」によると＜EXL＞を除く4タ

イプばタイプ毎に，内装に関する各項目がまと言ってい

るのがわかる。＜MIS＞だけは他の項目と同様に一様

性指向に傾いている。＜MIS＞の中で特に満足感の低

かった「13．居間の壁仕上の材料」は，完全に規格化さ

れていたものの指向性は多様性指向へ端的には結びつい

ておらず，やや満足感の低かった「14．壁仕上の色柄」

の指向性平均値が＜MIS＞の中では高い値となってい

る。全タイプに共通して，項目14の指向性平均値が高

く，タイプ別にぱ＜HUS＞，＜SWT＞，＜EXL＞

の平均値が高く，多種選択指向ついで数種選択指向の多

さを示している。＜HIM＞は指定注文指向がやや多く，

その為に標準偏差が高くなっている。項目別には，満足

感と同様に材料よりも色・柄に対する指向性がより多様

性指向を示しており，又，床材よりは壁材への指向性平
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図2－4－13　内装の選択・決定プロセスヘの指向性
　　　　　　　　（住宅タイプ別平均値と標準偏差によるグラフ）

*1　最終報告書で展開する予定であり，本報告書には記載されてい
　　ない。

均値が高い傾向が＜HIM＞以外のタイプで共通的にみ

られるo

②指向性の形成過程による検討

　内装に関する項目は「13．居間の壁仕上の材料」の指

向性の形成過程を検討する。図2－4－14がそのグラ

フであるが，「いきさつ」別の満足感平均値はAでかな

り低くなつており，Aが非常に多い＜MIS＞の満足感

　　　　　　　　　　（　）内はサンプルの実数
　　　　　　　　　　　＊　満足感5段階評価「いきさつ」別平均値
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図2－4－14　指向性の形成過程　その3
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が同程度に低い事に起因する。「A－不満」では多様性

指向，「A－満足」では一様性指向となっているが，

「A－どちらともいえない」での指向性平均値が最も低

くなっている点が特徴的である。又，規格化指向はほぼ

Aに集中している。

　次に満足感の低いCでは，満足感が高くなるに従って

数種選択指向が多くなっており，比較的選択範囲が広く

自由であるといえるD，E，Fでは満足感も高く，指向性

平均値も高いが，指定注文指向はそれほど多くはなく多

種選択指向の多さに注目できる。「1）…不満」「E，F

不満」における多様性指向の高さは，サンプル数が少な

いながら，単に不満感のみが，更に個別性，多様性指向

として表われる危険性を示しているのではないだろうか。

「D，E，F－不満」層の多様性指向はある意味で当然と

も考えられるが，それぞれのケースでの物的水準の考察

をも含めた検討が必要であろう。

③　まとめ

　第一に「満足感」の検討で明らかになったように，内

装材は，バリエーションの多い住宅タイプで満足感が高

かったことから，自由選択性の意味が多きい点が指摘で

きる。推論としては，基本的基礎的要求の充足ののちに

居住者が抱く個性化の要求は，内装材に向けられること

が多いと考えることができ，実証的検討が今後の課題と

いえる。

　第二として，指向性形成過程において多様性指向に至

るメカニズムにおいて，居住者の価値観の向上が作用し

ない場合，いたずらな多様性を生み出す危険性が指摘で

き，生産面での材料の多様化という観点からの検討が重

要であるといえる。

（6）設備の選択・決定プロセス

　設備に関する項目は，全体として外観に関する項目に

次いで規格化指向が強く，指向性平均値も低いが項目別

には，21～23の浴槽，便器に関する項目で平均値が
　　　　　　　　　　　　
特に低く，21，23では2．50を下まわっている。それに

比べ，他のキッチンに関する項目や特に項目17，24は

指定注文指向がやや多く，指向性得、点平均値がやや高い。

①指向性の住宅タイブ別特性

　設備の各項目の指向性得点平均値と標準偏差値のタイ

プ別グラフが図2－4－15であり，まず，項目18，19

20のキッチンに関する項目のタイプ別特性について検

討すると，＜EXI＞のみが一様性指向を示しており，

規格化指向が他のタイプに比べて高い事がわかっている。

逆に＜HUS＞の平均値が特に高く，多種選択指向，指

定注文指向の多さを示している。又，＜HIM＞では，

項目20のみがやや高い平均値となっている。＜HUS＞

は「選択・決定のいきさつ」において，オブション仕様

＊1　2．50は多様性指向，一様性指向のクリティカルポイントであ
　　　る。
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図2－4－15　設備の選択・決定プロセスヘの指向性
　　　　　　　　　（住宅タイプ別平均値と標準偏差によるグラフ）

や，注文相談，指定注文した場合が多く，満足感の平均

値が平均的である事から考えて，そもそもキッチン設備

への価値観が高かったと考えられ，それがそのまま指向

性として表われたといえる。＜EXL＞の一様性指向は
　　　　　　　　　　　　　　　
「いきさつ」におけるA，Cの多さと満足感がタイプ別

には最も高い、点で，指同性の形成過程に沿って説明がで

きるが＜EXL＞の標準仕様のキッチンセットの物的水

準がそれほど高いとはいえないところから＜EXL＞の

キッチンセットに対する価値観の低さが指摘でき，その

場合の指向性の形成メカニズムの危険性が指摘できる。

　次に項目21，22，23の浴槽，便器に関する項目をみ

ると，＜HIM＞，＜EXL＞が一様性指向を示してお

り，＜HUS＞の項目23の平均値がやや高い点を除け

ば，その他のタイプは，平均値2．50～2．60の間に集中し

ている。

　項目17の窓の位置，大きさについては＜MIS＞が

一様性指向を示しているものの，他のタイブは平均値が

高く，内装に関する項目とよく似ているが，標準偏差が

やや高く，指定注文指向，規格化指向の多さを示してい

る。24．配管・配線のシステムは＜SWT＞の平均値が

非常に高く，他のタイプも標準偏差及び平均値の高い点

に集っている。この項目に対する指定注文指向の高さは

電化製品，ガス器具等の使用の為の末端的な配管配線に

対する要求の強さを示しており，現代生活におけるエネ
　　　　　　　　
ルギー系道具・家具の重要性を表わしているともいえる。

②　指向性の形成過程による分析

　「20．キッチノセットの組合せ」に関する指向性の形

成過程別三重クロス表が図2－4－16であり，「いき

さつ」別にはA，B，C，Eで満足感平均値が低くD，F

で高い。A，Bの指向性平均値は一様性指向を示して春

り，不満感が多様性指向に結びついていない。Aは＜M

IS＞の割含が多く，不満でも規格化指向と答えている

人も＜MIS＞の居住者が多いが，＜MIS＞の場合，

規格型のシステム全体に対する評価が高く，従って，ひ

とつの要素への不満感が即座に多様性指向に結びつかな

＊2　規格化されたもの，標準仕様のものを選択・決定している比率
　　が高いことをホす。
＊3　電気，ガス等のエネルギーを使用する道具，家具でTV，電話，
　　　照明器具，冷暖房器具等。
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図2－4－16　指向性の形成過程　その4

いと考えられる。

　Cでは，満足感が高くなるに従って数種選択指向が多

くなっており，指向性得点平均値も多様性指向から一様

性指向へと移行している。又，D，Fでは不満が少なく

指向性平均値も実際の「いきさつ」に順じて高くなって

呑り，居住者の価値観の表われとしての実際の「いきさ

つ」を肯定した形の指向性が形成されているといえる。

③　まとめ

　第一に，キッチンセットに関しては，一方で関心の低

い層も存在するものの「いきさつ」での検討から，個別

的な要求も強く，高級化を伴った規格化がそれほど評価

されていない事が明らかになった。

　第二に，浴槽，便器などに関しては，要求の段階が基

本的基礎的要求にとどまって倉り，一様性指向へ至る過

程と，個性化要求の段階で多様性指向へと至る場合に大

きく分かれるといえ，選択・決定プロセスの段階性が有

効となるのではないだろうか。

　第三に，末端的なネットワークとしての配管・配線の

システムのフレキシビリティの重要性が明らかになった。

（6）　まとめ

　今回の報告書の段階では，主として住宅タイプ別の分

析を中心として，形成過程に焦点をあてたが，残された

課題も多く，自由選択プロセスに春ける各居住老の個性

の問題，住宅システムの選択プロセスとの関係，住居観

からの検討などが必要といえる。

2－5　追加的予算の配分傾向

2－5－1　はじめに
　たとえ戸建注文住宅とよぱれる住宅でも，一般には供

給老側の用意する1つの住宅システムの内部で選択され

たものであり，そのシステムは，何らかの意味で標準化・

規格化あるいは限定化されたものとなっている。今回の

調査ではプレハブ住宅を対象としたため，各々のシステ

ムは比較的明確に把えることができるが，プレハブ以外

の住宅についても内容，柔軟性，明瞭性等に春ける相違

ぱあれ，それぞれ固有のシステムをもつものと考えられ

る。もちろん，既に3章で述ぺたように，居住者はその

システム自体を選択することができ，1つのシステムの

もつバリエーションも多いので，原理的に考えると現在

の住宅市場における選択の可能性，すなわち選択される

住宅の多様性は極めて高いことになる。しかし，住宅と

いうものは非常に複雑な要素をハード，ソフトにわたっ

てもつものであり，そこに要求されるものも極めて複雑

な構成をもつ。言た，居住考のもつ要求は不確実で変動

性をもつ要因を含むのが一般的である。さらに，居住者

には現実的なさ重ざ重な制約が存在し，多様な要求に対

して必ずしも適切な住宅が選択されていないことが考え
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られる。一方，本来同一の要求である場合でも，現実の

選択・決定のメカニズムの中で異なる要求として顕在化

し，結果として住宅の多様性を生んでいることもありう

るo

　本章では，こうした観点から，選択・決定のメカニズ

ムにおける居住者側の経済的条件と選択される住宅の

「多様性」の関係を詳しく検討する。すなわち，現住宅

購入時に予算が仮にもし100万円，あるいは300万円多

くあった場合，何に投資していたかをたずねることによ

り，潜在的な多様化（個別化）あるいは一様化への要求

をさぐり，同時に投資対象となる各項目に対するトレー

ドオフ的選好性と居住者及び現住宅の属性との関係を明

らかにする。なお，アンケートの設問は，「外構・住宅

まわり」「外観」「間取り」「内装・インテリア」「設

備」「広さ・部屋数」の6項目に対して100万円あるい

は300万円を回答者に任意に配分させ，さらに，配分さ

れた予算の具体的な使い途をより詳細にたずねる（細項

目の複数選択）ものである。

2－5－2　配分の全体的傾向

　図2－5－1①は，100万円ならびに300万円の追加

予算の配分を全サンプルの平均値によって示したもので

ある。これをみて先ず明らかなのは，100万円の場合，

300万円の場合，共に「外構・住宅まわり」に大きなウ

ェイトがおかれ，特に100万円の場合は極めてそこに偏

った配分傾向をとっていることである。ちなみに，100

万円の配分に際し，その全額をこの項目に配分すると答

えた者は，235人中47人，300万円の配分に際し，そ

の1／3以上，つまり100万円以上をこの項目に配分する

と答えた者は，231人中58人も存在している。

　　次に，100万円の配分傾向と300万円の配分傾向に

着目すると，100万円の場合には，「外構・住宅まわり」

のみに大きな配分がなされ，他の項目に対してはほぼ同

様の少額があてられているのに対し，300万円の場合に

ば，「外構・住宅まわり」への偏りはあるものの，他の

項目への配分が相対的に増加し，項目問の相違も明確と

なる。また，100万円の場合と300万円の場合を総合的

にとらえると，「内装・インテリア」と「設備」，及び

「外観」と「間取り」が類似の傾向を示し，「広さ・部

屋数」を除く5項目の相対的関係がほぼ定まっていると

いえる。この傾向は次節以後で述べる現住宅及び居住者

の属性別分析においても大きく崩れることはない。

　以下においては，上記の全体的傾向を項目別にさらに

詳しくみてゆくことにしたい。これには，図2－5－1

①と共に，各項目への配分を具体的な細項目にまで落と

した図2－5－2を検討資料として用いる。（このグラ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
フは，総回答数に対する各細項目の回答数の割合を示し

*1　複数回答を許している。

たものであり，金額を示したものではない。）

　先ず，「外構・往宅まわり」についてみると，前述の

ように他の項目に比べてひときわ配分率が高い。しかも

その具体的内容は造園・植樹といった非建築的なものが

多い。こうした傾向は，住宅そのものとぱ最も技術的に

分離しやすく，さしあたっての生活には不都合の少ない

この項目への投資が，時間的に後まわしにされやすいこ

と，さらには，追加的予算が初期投資の対象となる住宅

そのもののグレードアップに結びつく場合よりは，こう

した追加的投資の時期の繰り上げに結びつく場合が多い

ことを示しているといえよう。

　次に，配分率の似ている「内装・インテリア」及び

「設備」についてみてみよう。前者は家具，後考は冷房・

暖房に対する回答率が高いといえるが，その理由は，「外

構・住宅まわり」への配分率が高く，中でも造園・植樹

への回答率が高い理由とほぼ同様であると推測される。

つまり，技術的な観的からも生活必需性からも，住宅購

入における追加的投資として成り立ちやすいものへの配

分が多いということである。

　ところで，例えば「設備」に関する細項目において，

冷房・暖房に次いで回答率の高い台所・ちゅう房につい

ては，こうした見方が必ずしもできない。これらはいわ

ば初期投資の対象のグレードアップを意味し，もし追加

的予算があったら現在のものより何らかの意味で良いも

のを購入していただろうという回答に相当する。そのこ

とを念頭において前章で示した図2－4－5における満

足度との対応をみると，キッチンセットの組合せに対す

る満足度が相対的に低くなっており，初期投資の対象の

グレードアッブ指向と満足度との関連性がよみとれる。

　「外観」と「間取り」も配分率の類似性が認められる。

これらに対する配分が全体的に低いのは，「外観」や

「間取り」が住宅そのものと強く結びつき，そこへ追加

的予算を配分するということは，結局，初期投資の対象

のグレードアッブをはかることを意味することになり，

そのことと追加的投資の時期の繰り上げとの比較におい

て，後者が優先される傾向が強いからであるといえよう。

（前者は既にある程度満足できるものとなっているとい

うことも言える）。また，今回の調査対象がプレハブ住

宅であることに関連し，「外観」や「間取り」について

相対的に関心が薄いか，あるいは逆に各システムのそれ

らを極めて気にいって購入したというわけはプレハブ支

持層（積極的なものと消極的なものがあろうが）の特性

がいくらかは反映していることにも影響を受けていると

思われる。
　ところで，図2－5－2において，「外観」では玄関

まわりへの回答率が高くなっている。この傾向は，「設

備」における台所・ちゅう房への回答率が高いのと同様

に，満足度との対応が指摘できる。例えば図2－4－5
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追加的予算の配分傾向

における玄関扉の材質・色・柄に対する満足度の平均は

全項目中最も低く，これが玄関まわりへの配分率を高め

る要因となっているといえる。

　最後に「広さ・部屋数」に対する配分を検討してみよ

う。この項目が他の5項目と大きく異っている点は，

100万円の配分の場合と300万円の配分の場合の他項目

との相対的関係が極めて変化していることである。すな

わち，100万円の場合の配分率が小さいのに対して300

万円の場合のそれが「外構・住宅まわり」に次いで他項

目よりかなり大きくなっていることである。図には示さ

れていないが，追加予算の50％以上をこの項目に配分

している回答数を調べてみると，100万円の場合が有効
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　図2－5－2　追加的予算の細項目別配分（M．A．）

回答数235に対して23，300万円の場合が231に対して

31となっており，この傾向と一致している。

　こうした傾向は「広さ・部屋数」という項目に対する

配分への潜在的要求が極めて高いにもかかわらず，100

万円程度の追加的予算ではそれを実現することができず，

300万円の場合になってようやく要求が顕在化してくる

ものとして理解できる。咳た，このことは逆に言うと，

「広さ・部屋数」への要求がでくわずかの面積増という

より，少なくとも1部屋というように，ある程度まとま

った面積増の要求に対応しているからであるとみること

もできる。

　ところで，先に初期投資の対象のグレードアッブより，

追加投資の対象への購入時期の繰り上げに追加的予算が

多く配分され，前者への配分は，現状のものでは満足さ

れていなかった部分との対応関係がみられることを指摘

した。こうした観点からすると，「広さ・部屋数」は前

者に相当し，そのグレードアップは他の項目に比べて，

少なくとも潜在的にはかなり強く求められているといえ

かう。なお，この問題については次節でさらに詳しい検

討を加えている。

　以上から，住宅選択（購入）を時間軸上の点としてで

はなく，プロセス含みで把握した上で，初期投資と追加

投資の関係を考慮して，追加的予算の配分をみるべきで

あることがわかった。また，項目の特性との対応で，追

加的予算の金額の違いによる配分傾向の違いが存在する

ことも明らかとなった。

2－5－3　現住宅の属性と配分傾向

　前節においては，追加的予算の全体的な配分傾向を，

全サンプルの平均値を用いて分析したが，本節では，回

答者の現住宅の属性との対応をいくつかのカテゴリー別

統計の比較を通じて検討したい。現住宅の属性の中で本

稿でとり上げるのは，住宅タイプと呼んでいるシステム

の種類と，前節で特殊な傾向を示すことがわかった「広

さ・部屋数」への配分との対応が注目される住戸の延床

面積の2つである。

（1）住宅タイプ別傾向

　図2－5－1②は，①と同じ形式で各項目への配分金

額を5つの住宅タイプ別に平均値で示したものである。

この図において住宅タイプによって配分が大きく変わる

項目は，「外構・住宅まわり」及び「広さ・部屋数」で

ある。これらは，そもそも配分金額の平均値が大きいた

めに，タイプ別の違いが顕著に表われるともいえるが，

同時に各タイプ別の傾向を強く規定する要因であること

も否めない。そこで先ず，この2つの項目を中心に住宅

タイプ別の配分傾向を検討していくことが妥当であると

思われる。

　＜MIS＞及び＜SWT＞では，「外構・住宅まわり」

への配分が大きく，逆に「広さ・部屋数」への配分が少

なくなっている。特に，300万円の場合＜SWT＞では

「外構・住宅まわり」への配分の偏りが顕著である。こ

れは，この2つのタイプが相対的に延床面積が広いこと

に起因するものと思われる。

　一方，＜EXL＞では平均延床面積が最も狭いにもか

かわらず，「広い・部屋数」への配分はそれほど多くは

なく，全サンプルのこの項目への配分の平均にもやや満

たない。これは入居時期が新しく居住年数が短いため，

外構等の整備がされていないのが目立つとともに，家族
　　　　　　　　　　　　　　　人数やライフステージの変化が少ない，長子が12才未

満の若い世代が多く，子供の個室要求が低い，他の項一目

についての満足度も低く，配分が相対的に平均化してい

る（300万円の場合）等の結果と思われる。

　全体的傾向や上記の3タイプとは逆に，＜HIM＞や

＜HUS＞では「外構・住宅まわり」より「広さ・部屋

数」への配分率が高くなっている。（300万円の場合）

この傾向は＜HIM＞において最も著しいが，このタイ

プの場合，調査対象に入居時期が1972（昭和47）年

といった古いものが含まれていたり，居室数が他住宅タ

イプに比べて少ないことがその要因となっていると思わ

れる。さらに，ユニット型住宅の特性の反映として，購

入時のユニット数の変更という形で追加的予算の配分を

イメージしやすいといったこともこうした傾向の要因と

して作用していると思われる。

　＜HUS＞においては，300万円の配分について「外

構・住宅まわり」が「広さ・部屋数」を上回ってはいる

が，ほぼ同額であるといえよう。これは，延床面積80

*1　設問では往宅購人時に予算の追加があれぱどうしていたかを尋
ねているのであるが，入居が古い場合，その後の投資や住宅及
ひ家族の変化がある程度前提として考慮に含まれてしまう傾向
を避けられない。
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㎡以上100㎡未満のものが半数以上と比較的狭いといっ

た特性をもちながら，＜EXL＞等に比べ入居が古く，

ライフステージも進んでおり，各家族型に相当する家族

数が相対的に平均化されていること等の反映とみられる。

　以上のように，住宅タイプ別の傾向は，「外構・住宅

まわり」と「広さ・部屋数」という2つの項目への配分

から概要をほぼ把握しうる。しかも，＜HIM＞の例な

どもあるが，全体としては各タイプのハードあるいはソ

フトなシステムの反映というより，住宅例の属性である

延床面積と居住者の属性である入居時期，ライフステー

ジ等によって配分傾向が規定されるといえる。

　次に，他の項目についてみてみよう。

　「内装・インテリア」については，相対的に延床面積

の大きい住宅タイプで配分率が高い。この傾向は，主と

して家具との関係で表われてきているのだろうが，同時

に内装材の規格化がその高級化指向に十分対応できてい

ないことにも関連するものと思われる。

　「設備」に対する配分は，＜MIS＞，＜HIM＞と

いった設備グレードの高いことをセールスポイントにし

ているタイプでかえってやや高くなっている。この配分

率の差に意味があるとすれぱ，これらの住宅タイブが相

対的に設備を重視する層により選択され，かつそのグレ

ードが期待した程高くはなかったということによってい

ると考えられる。

　「間取り」については，（2）で詳しく述ぺるような延床

面積との関連が若干反映されているが，それ以外の住宅

タイプ別の特性との関連は考えにくい。また，タイプ間

の配分率の相違もあまりない。

　「外観」への配分傾向も＜SWT＞において配分率が

少ない以外は，「間取り」と同様，タイプ間の大きな差

はない。＜SWT＞では調査対象の5タイプ中で最も外

観に費用がかけられており，選択の自由度も広かった上，

入居者の一年収が相対的に高く要求が実現しやすかったこ

と等から，結果として現住宅に対する満足度が高くなっ
　　ており，こうした傾向が出たものと思われる。また，先

に述べた，いわばプレハブ支持層の特性の反映として，

どのタイプにおいてもこの項目への配分率が少ないこと

が指摘できよう。

（2）延床面積別傾向

　図2－5－1③は延床面積を5段階にグルーピングし

て，①，②と同じ方法で配分傾向を示したものである。

100万円の配分と300万円の配分の間には，全体的傾向

で述べたような違いがあるが，延床面積と各項目への配

分率の関係という視点に対しては，基本的に同様の傾向

をもっとみることができるため，ここでは主として，傾

向のより明瞭な300万円の配分に着目して検討を進めた

い。

＊1前章図2－4－5参照

　先ず特徴的なのは，延床面積の増加に応じて，「広さ・

部屋数」への配分が大きく減少していくことである。こ

れとは逆に，「外構・住宅まわり」，「内装・インテリ

ア」，「設備」が増加し，延床面積が90㎡以上110㎡

未満のあたりを境にして，配分のバランスが大きく変わ

っている。「外観」と「間取り」は上の4項目に比ぺる

と変動が少ないが，強いて言えば延床面積の増加に対し

て，前者への配分がやや上昇し，後者への配分がやや下

降しているとし（える。

　現住宅の延床面積が増加するにつれて，「広さ・部屋

数」への配分率が下がるのは，いうまでもなく広さに対

する要求からではあるが，これは単に現在の住宅が狭す

ぎるという理由からだけではなく，次節の(1)で触れるよ

うに，ある程度将来的な家族の成長等を見込んだ結果と

なっていると考えられる。

　また，これはやや以外な結果であるが，「間取り」へ

の配分率が延床面積の増加に対し，むしろ減少している

のは，「間取り」への要求が相対的に減っていくためで

はなく，たとえ規格化されていても，注文住宅である以

上それぞれの規模である程度「間取り」への要求が満足

されて，その上で細かな部分についてぱ小規模である方

が問題となりやすく，逆に大規模であると少々の不都合

は広さに吸収されてしまうということが反映したとみる

べきであろう。さらに，次のようなことも言えるであろ

う。延床面積が増えれば，間取りの可能性は当然増え，

多様性への要求も高まる。一方，小規模である場合は，

部屋の組み合わせという意味の多様性というより，小さ

いスペースをいかに合理的に使うかという意味での間取

り要求が生まれる。従って，同じ間取りに対する要求と

いっても住戸規模によってその内容は変わってくる。今

回の調査からだけで早急に結論は出せないが，一般論と

しては100㎡前後を境にして要求内容が変わっていくこ

とが考えられる。

　「外構・住宅まわり」，「内装・インテリア」，「設

備」は「広さ・部屋数」と入れかわるように延床面積と

共に配分率が増えている。「外観」も明瞭ではないが，

300万円の場合，やや増加的である。これらは，「広さ・

部屋数」との相対的関係によって，むしろ従属的に表わ

れた結果として説明されうるであろうが，同時に，規模

増加に伴って必然的に起こるこれらの項目への量的必要，

並びに高級化という意味での質的要求をも反映したもの

であると言えよう。

　以上の傾向を総合すると，追加的予算の配分を説明す

る要因として，現住宅の延床面積が極めて重要であるこ

と，さらに，延床面積が「広さ・部屋数」への配分率を

規定し，注文住宅の場合は他の項目への配分率の変動が，

それとのトレード・オフ的関係からほぼ決定されてしま

うということができる。このように，明瞭な傾向が表わ
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れるのは，住戸規模というのが住要求の全体構造におい

ては極めて基本的なものであるためであり，住宅の「多

様性」を検討していく⊥では，常に規模との対応を前提

にしている必要があることを示唆しているといえる。ま

た，住戸規模を指標にとると，約100㎡前後から，要求

の構造が変わっていくことが推測でき，住宅に求められ

る「多様性」も，その内容に変化が生じると考えられる。

（具体的には，100m里を越えるあたりから，一般論とし

ては多様性への要求が非常に顕在化してくると考えられ

る。それ以下では，相対的に規模増加への要求が優先さ

れることになる。）

2－5－4　居住者属性と配分傾向

　居住老属性は，住要求と対応する基本的な要因であり，

追加予算の配分傾向を規定する要因でもあると考えられ

る。本節では，全体的な配分傾向を考慮に入れながら，

家族型，年収という2つの属性と追加予算の配分傾向と

の対応を分析してゆく。

（1）家族型別傾向

　図2－5－1④に基づいて分析してゆきたい。先ず，

「広さ・部屋数」に着目すると，家族型をライフステー

ジとみなせぱ，その進行と共に配分金額が減少している

ことが指摘できよう。これは，住戸規模と関連している

と思われる。夫婦のみや夫婦＋子（長子年令6才未満）

の場合に配分率が高いのは，住戸延床面積の不足からだ

けではなく，将来，子供が成長して必要となってくるで

あろう個室に対する配分だと考えられる。言た，夫婦＋

子（長子年令12才以上18才未満）の場合，配分率が

上記の傾向に逆ってやや高くなっているのは，長子が中

学あるいは．高校に就学する年令にあたるため，個室に対

する要求が高くなっているためとも考えられる。

　次に，「外構・住宅まわり」をみてみると，配分率は

夫婦のみの場合が最低で，ライフステージの進行に伴っ

てほほ増加していく。ただし，夫婦＋子（長子年令12

才以上18才未満）では部分的に低くなっている。これ

らの傾向は「広さ・部屋数」への配分との対応から従属

的に説明されると共に，年令と造園等への要求の関連性

からも説明される。

　「内装・インテリア」と「設備」においても，夫婦の

みの「内装・インテリア」に対する配分の場合を除き，

ライフステージの進行と共に，配分率がほぼ増加する傾

向が見られる。これは，「外構・住宅まわり」と同じく，

「広さ・部屋数」に対する配分率の滅少への対応である

と共に，住宅内容を充実するための要求が増大してゆく

ためであると考えられる。

　「間取り」と「外観」の配分率は前節までで述べてき

た理由によりどの場合も低い。そして，前者については，

ライフステージの進んだ家族型で特にそれが顕著である。

この傾向は，一般にライフステージが進むほど住戸規模

が大きくなっているので，前節（2）で述べたような延床面

積と「間取り」に対する要求の関連性が，家族の属性を

中立ちとして一層明瞭に表われたためであると理解でき

る。

　なお，複合家族の場合，配分される項目が分散し，配

分率が平均化する傾向を示しているのは，さまざまなス

テージにある複合家族の持つ多様な住要求が反映したた

めであると考えられる。

　以上，家族型による配分傾向を検討してきたが，家族

のライフステージと各項目への配分率の対応は，前節で

述べた住戸の延床面積別配分傾向と強い関連があるよう

に思われる。延床面積別の傾向はより厳密には成長段階

を考慮した上での1人あたりの延床面積別の傾向の一側

面をとらえたものであり，成長段階と家族人数をある程

度反映している家族型別の傾向と大きく矛盾しない結果

が出ていることは相互の結果を補強することになると共

に，家族型と住宅規模の現状での対応を裏付けるもので

ある。

（2）年収別傾向

　図2－5－1⑤は各項目への年収別配分傾向である。

これによると，「外構・住宅まわり」への配分が，年収

300万円未満の層から年収500万円以上600万円未満の

層までは，配分金額の減少してゆき，それ以上の年収層

では増加してゆく傾向がある。年収の比較的低い層で

「外構・住宅まわり」に対する配分率が低いのは，この

部分の完成度が相対的に低いためであろうが，年収の高

い層において，配分率が再び高くなるのは，「外構・住

宅まわり」をさらに充実させたいというグレードァップ

の要求が強くなるためであると考えられる。

　「設備」においても，年収300万円の層から年収500

万円以上600万円未満の層までは，配分金額が減少し，

それ以上の年収層では増加してゆく傾向がある。これも

「外構・住宅まわり」の場合と同じ理由によるものと考

えられるが，住戸規模との対応すなわち，規模増に伴っ

て必然的に発生する設備水準向上の必要にもよると思わ

れる。
　一方，「広さ・部屋数」，「外観」，「間取り」に対

する配分率は，「外構・住宅まわり」，「設備」等の項

目とは逆に，中間的な年収層で大きくなっている。この

傾向は，全ての層で配分率が最も高い「外構・住宅まわ

り」とこれらの項目との間のトレードオフ的選好性を示

すものである。また，「広さ・部屋数」への配分がこれ

まで検討してきた住宅タイプ別，延床面積別，家族型別

のものに比べてはっきりした傾向を示していないことか

ら，この項目への配分が延床面積や家族型の特性を反映

するものであることがわかる。

　最後に，「内装・インテリア」については，年収500
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万以上600万円未満の層で，100万円の場合，300万円

の場合共に最大の配分率を示している他に，著しい傾向

はみられない。この年収層においてなぜ特別の傾向を示

すのかについては，さらに細かな分析を必要とするが，

経済的な階層性からは恐らく説明できず，他の要因の影

響がたまたまこの層で表われたのだと思われる。

2－5－5　まとめ

　以上の検討から追加的予算によって住要求がどのよう

な形で満足されるのか，あるいはそれに伴ってどのよう

な多様化（個別化）や一様化が起こるのかということが

概括的に明らかとなった。これらは特に居住者及び現住

宅の諸属性との関連においてより詳細な分析・検討を必

要とするが，ここに示した分析結果だけからでも配分傾

向と諸属性の関連性は指摘でき，多様化・一様化のメカ

ニズムとの対応も読みとることができる。ここで興味深

いのは，100万円の配分と300万円の配分が必ずしも連

続的でないこと，予算の増分を初期投資したもののグレ

ードアップにあてる居住者と，造園，家具等の追加的投

資の補充（購入時期のくり上げ）にあてる居住者がいる

こと等であった。これらは現実の住宅選択において，収

入，融資制度等の経済的条件のもたらす多様性や一様性

がありうることともに，そうした条件のわずかな操作に

よって選択される住宅や予算の配分が相当異なったもの

となる場合があることを示していろ。

2－6　増改築に対する居住者の態度

2－6－1　はじめに

　住宅に対する居住者の評価をみるに，全く不満がない

という状態はおよそ考えられまい。建築時・入居時に問

題を承知で妥協することもあれば，入居と同時に意外な

欠陥が発見されることもある。たとえ入居時に問題がな

くとも，年齢や家族構成が変化すると共に新たな不満や

欲求が生ずる場合も考えられる。そして，こうした要求

に対して「住み替え」という対応手段がとられない場合，

現在の住宅に何らかの形で手を入れようとする希望もし

くは行為が発生するわけである。このことから，住宅の

多様性を論じる際には，それを固定的に見るのではなく，

むしろ積極的に時系列の変化の中で位置づけてゆくこと

が必要不可欠と思われる。そこで本章では，この時系列

上の変化を具体的に示すものとして「増改築希望」及び
　　　　　　　　　「DIYに対する態度」を採り上げ，これらの視点から

住宅の多様性を考察してゆきたい。

　ところで本調査の場合，住宅の選択・決定プロセス並

びにそれに係るシステムの分析を主眼としたため，調査

対象には比較的新しいプレハブ住宅を選んでいる。従っ

*1　「DIY」とは「DO　IT　YOURSELF」の略である。

て第3章の標本構成からもわかる通り，入居時期はここ

3～4年というものが大多数であり，実質的に増改築行

動はほとんど行在われていないのが実状である。それ故，

本章で扱う内容はあくまでも居住者の希望であることに

留意しておく必要があると言えよう。

　即ち，この場合の回答のみをもって，住宅それ自体の

多様化，または一様化を論ずることは，将来的な不確立

さを多分に伴なうことから自と限界がある。従って本章

においては，増改築及びDIY希望を「住宅の多様性」

の前提となる「住要求の多様性」をとらえるための指標

とみなし，居庄者属性を押える方向での検討・分析を加

えてゆくことにする。

2－6－2　住要求の多様性と増改築要求の発生

　さてそれでは，「住要求の多様性」はどのように増改

築と関わるのであろうか。本節ではまず，この関連を仮

説的に論じ，然る後に今回の調査で現われてきた増改築

要求の模様を概括的に把握しておきたい。

（1）分析のための仮説的前提

　一般的に言って居住者は各々「基本的住要求」といっ

たものを持っていると考えられる。これは個人レベルで

の居住歴や年齢，家族レベルでのライフステージや収入

階層等において決まるものであり，おおよその住宅の広

さや居室数，和・洋のしつらえなどが丁度この次元の要

求と思われる。居住者は現住宅を選択・決定する際，こ
の「基本的住要求」を可能な限り実現させようと努力す

るだろう。しかし様々な理由から，これらがすぺて実現

するとは限らず，その実態は本来の「住要求」にフィー

ド・バックされて「満足度」として認識させることにな

る。

　こうしたプロセスの結果として，現状に不満という反

応が現われた場合，これに対応する改善手段がとられる

ことは想像に難くない。そこで生まれるのが6－1でも

述べた「住み替え要求」と「増改築要求」であるわけで，

この両者間の選択は何らかのブラックボックスに春いて

行なわれる。今我々が注目すべきは勿論「増改築要求」

の方であるが，上のような意味からこの「現状不満型」

とでも名づけられる要求は，最もプリミティブなものと

言えよう。

　これに対して先のプロセスで一応の満足が得られてい

ると判断される場合はどうか。「基本的住要求」が満足

されている場合であっても，それで住宅に対する欲求が

すべて解消されると考えるには，やはり無理があると思

われる。この段階では，「基本的住要求」とは質的に異

なった「二次的住要求」が発生すると見た方が，より妥

当であろう。例えぱ，インテリアに対する関心，仕上材

に対する注文，あるいは収納スベースの広さ，水まわり

の諸設備といった問題が生ずるのは，正にこのレベルで
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の内容と考えられる。冒頭に触れた「住要求の多様性」

を検討する上で注目されねばならないのは，この「現状

満足型」とも言うぺきプロセスに係る増改築要求の発生

である。即ち，ある程度の水準が達成された時点で出て

くる要求こそ，本編で言う「多様性」の範疇に含まれる

と思われるのである。

　この章では以上述べてきたような内容を分析のための

仮説とし，以下調査票に戻って考察を加えてゆきたい。

（2）増改築要求の概要

　本項では，細かい分析に先立って，調査対象の5種類

の住宅タイプ毎に増改築要求の強さを比較し，システム

間の相違，要求発生の原因などを概括的にとらえること

にする。

　図2－6－1は，増改築要求を持つと回答のあった割
　　　　　　　　　　　　　　　　　
合を住宅タイプ毎に示したものである。これによれば，

希望の強さについて＜HUS，EXL＞，＜HIM，S

WT＞，＜MIS＞の順で大別される。とりわけ希望が

過半数になる＜HUS，EXL＞には注目せねばなるま

＜M　I　S〉

＜H　I　M〉

＜EXL〉

＜HUS〉

＜SWT〉

改善要求あり

図2－6－1　住宅タイプ別改善要求度

い。今，この改善要求の強さを横軸にとり，それぞれの
　　　　　　　　　1人当り平均延床面積を縦軸にとって，その相関を見る

と，図2－6－2のようになる。この図では＜HUS，

EXL＞の二者が，他と明確に区別される様子が見てと

れる。即ち，増改築要求発生の有無については，一人当

り延床面積と密接に関わっていて，面積がある程度小さ

くなれば，改善要求が急激に高まる，と見なすことがで

きよう。

　住宅タイプをシステムにより分類すると，前章までに

何度も述べられている通り，＜HUS，SWT＞，＜M

IS，EXL＞，＜HIM＞の3種類になる。上の内容

はまた，改善要求度の強さに対して，こうしたシステム

による相違が現われないことをも示している。このこと

＊1　本章では増改築要求があると回答のあった件数の割合を，以下
　　「改善要求度」と呼ひ百分率であらわすことにする。
*2　一人当り平均延床面積は，個々の住宅の一人当り延床面積を平
　　均したものではなく，予め全戸の延床面積を合計して，別に合
　　計した当該全世帯人員でこれを除したものである。

は例えば，同様のソステムである＜MIS＞と＜EXL＞

の要求度の強さを比較すれば明らかであろう。

m2

31

人
」。30
＝］
り
・平　29均
延
床28
而
禎
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●
●　SW1’

　　●　企数

●　HlM

　　HUS　●
●EXL

35　　　　40　　　　45　　　　50　　　　55　　　　60　　　　65　96

　　　　　　改善要求度

図2－6－2　改善要求と延床面積の関係

2－6－3　増改築要求の分析

　前節では改善要求の発生にとって，「住宅の狭さ」が

大きな要因と在っていることを指摘したが，本節では要

求の内容を住宅の部位に照らして把握し，その理由との

対応を詳しく分析してゆきたい。

（1）　「増築」要求と「改造」要求
　ところで一口に増改築といってもその内容は様々であ

り，それらを同等に扱うことは適当でない。そこで以下

の分析にあたって，便宜的に次のように言葉を使いわけ

ることにする。即ち，

①増築……主として部屋単位の増改築を意味し，住宅の

　　　　　　　外観・ボリュームの変化に大きく関わる場合

　　　　　　　を指す。例えば「子供部屋を増したい」「2

　　　　　　　　階に一部屋欲しい」といった要求である。

②改造……上とは逆に住宅の外観・ボリュームにあまり

　　　　　　　　関わらない増改築を指し，部屋の拡大・間仕

　　　　　　　　切・内装等をその内容とする。例えば「一階

　　　　　　　　の洋間を和室にしたい」「居間の窓を東面に

　　　　　　　　もほしい。」「台所をもう少し広くしたい」と

　　　　　　　　いった要求が対応する。

の2者である。これによって増改築要求を分類し，その

件数を住宅タイブ別に示すと表2－6－1のようになる。

　こうしてみると，前節でとりあげた改善要求の中味が

住宅タイプによってかなり異なっていることがわかり，

このことは延床面積との相関をとるとさらに明瞭になる。
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表2－6－1増・改築要求の住宅タイプ別件数
＊1　　　　　　　　　　　　　　　　＊2

住宅タイプサンプル数 改薄要求件数6珊築」要求f午数「改造」要求f／二数「州築」婆求度1改止」1娑水岐
MIS 52 20 16 25．O 80．O
HIM 45 19 15 8 78．9
EXL 41 23 19 7 82．6
HUS 54 31 24 15 77．4 48．4　一　　　…　　　　L　⊥
SWT 45 19 7 12 36．8 63．2

介計 237 112 70 58 62．5 51，8

＊1「坤傑」要求，「改造」要求のf牛数の和は，襖数11」1答もある為，全要求f牛数／票数〕とは一致しない。
＊2ここでいう要求度は，「増築」要求・「改j宣」要求のそれぞれのf牛数の，金要求件数百分率である。

下にあげた図2－6－3がそのグラフである。これに依

れぱ，改善要求度の高い＜HUS，EXL＞ぱ内容を見

ても「増築」要求が極めて高く，先にも述べた「住宅の

狭さ」という要因がここでも第一義的に働いていると考

えられる。従ってこの2タイプの場合には，仮説で触れ

た「基本的要求」の域をあまり出ておらず，住要求が多

様化するに至っていないと判断できよう。

　一方，改善要求度の比較的低かった＜MIS，SWT＞

の場合は，内容的にも全く逆の傾向を示している。即ち，

「増築」に対する要求が低く，これに対して「改造」要

求の割合が相当高くなっているわけである。この事実は，

6章で得た「住宅の広さ」に対する満足度が＜MIS＞，

＜SWT＞の順で高い，という認識と対応しており，「基

本的住要求」がある程度実現された例とみなすことが可

能と思われる。それ故，この両者が示している「改造」

要求の高さは「二次的住要求」の発露であると考えられ

ることになり，後で内容の検討を行なう際に十分注意を

払う必要があるだろう。

∫i　lヨO
り平均
延
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面
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130
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110

100

020406080100％　　020406080100％

　　「坤1牒」裟求度　　　　　　　　　　　　　「改j笠」婆求庇

　図2－6－3　「増築」・「改造」・要求と延床面積

　以上4タイプに比べて，＜HIM＞の場合はいささか

違った特性を示している。つまり，改善要求度が比較的

低いにも拘らず，「増築」・「改造」への要求の示し方

ば＜HUS，EXL＞と似通っているのである。この特

性はどう理解されるべきであろうか。ここには恐らく，

「ユニット型」という＜HIM＞個有のシステム，換言

すれば増改築可能性に対する自由度の問題が効いている

と考えられる。＜HIM＞の場合には基本的に1ユニッ

トの大きさ（面積・高さ）が定まっているから，「改造」

の部類にはいるべき居室のわずかな拡大や細かい間仕切

の変更などぱ実質的に不可能である。また開口部や造作

についても同様に自由度が小さいから，実際に実現可能

な「改造」といえば，内装仕上材の交換，和・洋のしつ

らえといった程度にとどまってしまう。従って居住者が

何らかの改善要求を持ったとしても，それを実現する時

には1ユニットレベルでの問題にならざるを得ない。こ

れは既に「増築」の部類になるわけで，結果的に図2－

6－3に見られるような特性を示したと考えるのが妥当

であると思われる。

（2）　「増築」要求の内容的検討

　これまでは主として量的な分析を試みてきたが，ここ

で質的な要素も考慮せねばなるまい。そこでまず「増築」

及び「改造」について，その内容的検討に進みたい。

　初めに「増築」内容を採り上げよう。先の考察から
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
＜HUS＞，＜EXL＞，＜HIM＞に注目すると内訳

とその回答数は次のようである。

①HUS……子供室8，居間3，和室2，夫婦室2，老

　　　　　　人室2，台所1

②EXL……和室9，客問3，居問2，洋問2，夫婦室

　　　　　　1，書斎1

③HIM……子供室6，客問3，和室2，居問・寝室・

　　　　　　夫婦室・書斎・寝室各1

　希望件数でみると＜EXL＞の和室要求9件が最高で

ある。＜EXL＞の古い型の場合，1階に和室を持たな

いことから，落ち着ける場に対する要求が高まっている

と考えられる。カテゴリー名は異なるものの，恐らく用

途的に重複すると思われる客間・居間を加えると合計

*1　増改築希望については全くのフリー・アンサーである為，以下
①，②，③，④，⑤で現われるカテゴリーは居住者の回答を調
査票からそのまま拾ったものである。従って，和・洋のしつら
え，使用目的，使用主体などで多数に分かれており，実質的に
同じものを示す場合も考えられる。
また，各カテゴリーの合計と表2－6－1の件数との食い違い
は，重複もしくは用途等不明によるものである。
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14件とその要望は極めて高い。これに対して＜HUS＞

と＜HIM＞は内容的に非常によく似ており，子供室へ

の需要が強い点で＜EXL＞との大きな差異を示してい

る。つまり，「もう一室」という希望について「子供の

ため」という目的意識がかなりはっきりと現われてくる

のである。この点に関しては家族構成のファクターが大

きく効いているとみるのが妥当であろう。今，独立した

子供室が必要と思われる長子年齢を6才以上と仮定して

「夫婦＋長子6才以上」の家族構成の比率を見れば＜H

IM＞が69．0％，＜HUS＞が56．6％であるのに対して

＜EXL＞は46．4％，さらに＜EXL＞の場合は「夫婦

のみ」及び「夫婦＋長子6才未満」の比率が36．6％と他

に比して抜きん出て高いことから，現在の＜EXL＞の

居住者ではライフ・ステージの面から子供室に対する要

求が未だ大きく現われる段階に至っていないと考えられる。

　「増築」要求の内容で特徴的なのは以上の傾向である

が，一応＜SWT＞及び＜MIS＞についても，内訳を

押えておきたい。その内容は以下の通りである。

①MIS……窓に関するもの5，台所の拡大3，テラス

　　　　　　2，和・洋のしつらえ変更1，収納拡大1，

　　　　　　内壁仕上げ1，壁体補強1，部屋拡大1，

　　　　　　フェンス設置1

②SWT……窓・開口部3，部屋拡大2，土台補強2，

　　　　　　間仕切変更2，台所拡大1，床仕上げ1，

④SWT……子供室・老人室各2

⑤MIS……子供室・老人室・客間・和室各1

（3）　「改造」要求の内容的検討

　続いて「改造」内容を採り上げる。表2－6－1によ

り，＜MIS＞，＜SWT＞，＜HUS＞の31者に注目し
　　　　
てその内訳を見ると以下の通りである。

①MI　S　　窓に関するもの5，台所の拡大3，テラス

　　　　　　2，和・洋のしつらえ変更1，収納拡大1，

　　　　　　内壁仕上げ1，壁体補強1，部屋拡大1，

　　　　　　フェンス設置1

②SWT　　窓・開口部3，部屋拡大2，土台補強2，

　　　　　　問仕切変更2，台所拡大1，床仕上げ1，

　　　　　　外壁仕上げ1，ドア交換1

③HUS……部屋拡大3，台所拡大3，玄関咳わり3，

　　　　　　収納拡大2，床の間設置2，サニタリー位

　　　　　　置変更1，天井仕上げ1，内壁仕上げ1，

　　　　　　屋根葺材1，冷暖房・給湯設備1，ヒサン

　　　　　　増設1

　上の内容をみると20個のカテゴリーが現われてきて

いるが，このままではいささか拡散的に過ぎることから

傾向はとらえにくい。そこで前章で使った6つのアイテ

ムでこれらを分類し，それぞれの割合を図示すれぱ，図

*1　先の「増築」希望とに，内訳は居住者のフリー・アンサー
　　　によっている。

2－6－4になるo

　ここでも「広さ・部屋数」に対する要求が第一位で，

先の「増築」で触れた「基本的住要求」の発露の延長と

見なすことができる。見方を変えて言うならば，増改築

希望に関してはここまで明瞭に「広さ」のファクターが

外f舳1宅まわり

外観

間取

内装・インテリア

I投備
広さ・部犀数

　　　　　　図2－6－4　「改造」の部位別構成

効いていると考えられるわけである。細かいカテゴリー

のレベルでは「台所を広くしたい」という希望が7件，

全体の15％を占めている点が注目される。

　この要素を除いて図2－6－4を見ると，「外観」の

ファクターが著しく高く，30．4％の高率を示している。

中でも「窓」に対する希望は8件で全体の17％に達し

ている。しかもこの8件が，改善要求度の低い＜MIS＞

＜SWT〉に集中していることから，システムとの対応

で興味深い結論が引き出される可能性がある。

　「改造」の内容については以下，「内装・インテリア」

「間取り」「外構・住宅まわり」「設備」という順にな

っているが，この項では上の傾向を押えるにとどめ，以

下の分析に供したいと思う。

（4）要求原因の分析

　前項までの内容的検討を受けて，本項では各部位に対

する満足度，あるいは要求理由との対応を考え，さらに

先の予算配分等の要素をからませながら考察を進める。

2－6－4　まとめ

　ここまでのところ，まず増改築要求の発生してくる

ロセスを仮説的にとらえ，次に5種類の住宅タイプごと

に，そうした要求がどのような形で現われてきている

　

わけである。この要因については主に「増築」要求の

で論じてきたが，我々の視点からして「改造」の要求の

内容も大きな意味を持つことが判ってきた。

　今後は2－6－3（3）までの内容的検討を受けて，要求

原因をもう少し詳しく見てゆくことが分析の主眼になる

と思われる。即ち要求部位に対する満足度，あるいは要

求理由との対応を考え，さらに先の予算配分等の問題を

から言せながら考察を進める。また住宅もしくは住要求

の個別性に対応する手段としてDIYに対する態度にも

検討を加えねばなるまい。

　これらの内容を最終報告までの課題としつつ，以上を
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今回のまとめに換えることにする。

2－7　住居観の個別性の検討

2－7－1　はじめに

　住要求の多様性は，具体的な居住者の態度や行動によ

って顕在化するが，その要求が家族型，人数，収入，職

業等の居住者属性の反映として理解できることは既にみ

てきた通りである。しかし，これらの属性が直接的に態

度や行動と結びつくのではなく，それらを背景として形

成された住宅に対する居住者なりの考え方，見方が前提

として存在するとみるべきであろう。しかも，そうした

考え方，見方は，上にあげたような客観化，計量化しや

すい指標だけでなく，好みや性格等を含むいわゆるパー

ソナリティといったものを背景として成り立っていると

考えられる。さらに，その考え方は，欲求と規範の両者

に規定される価値観にささえられているとみることがで

きよう。

　そこで，本章においてはこの住宅に対する考え方，す

なわち住居観の一側面を8項目の一対比較による設問へ

の回答パターンに見出し，その構造をさぐることにより，

これ咳での住宅の「多様性」に関する検討を補足する。

　なお，アンケート調査における8項目の設問は，具体

的には図2－7－1に示すようなものであるが，本稿に

おいては，各設問を便宜上「住宅か生活か」「住宅か利

便性か」等のように略記し，各選択肢もこれに基づいて

「住宅指向」「生活指向」等のように略記する。

2－7－2　住居観に対する全体的傾向

　前節では多様性研究において住居観に注目する所似を

述べたが，本節ではまず回答の状況を全数で見ることに

①住宅か生活／

より，住居観というものの全体的傾向をとらえ，さらに

その傾向を生み出すと考えられる幾つかの要因を拾い出

すことで，以後の分析に供したい。

　さて先にあげた一対比較の質問に対する居住者の回答

状況を，各項目ごとに集計したものが図2－7－1であ

る。これによれば，③の「住宅か環境か」という質問に

対する回答が，最も偏った傾向を表わしていて注目され

る。この環境指向91．4％という数字は，昨今の「環境重

視」の風潮が，エンドユーザーの意識の中でも相当定着

しているということを示すものと考えられる。ところで

この指向が具体的に現われるのは，住宅の立地において

であり，その指標としては密度の問題が妥当すると思わ

れる。しかしながら都心部の過集中が住宅立地に及ぼし

た影響は大きく，現在では新しい戸建持家は郊外立地を

余儀なくされていることから，風潮としての環境指向が

土地取得の面からすれば殆ど必然化していると見なせる

状況にある。この意味で，③における指向の偏りはある

程度予想された結果とも考えられ，この結果として住宅

を軽視していると見るのはいささか早計であると言わね

ばなるまい。

　上で述ぺたよう左考察は，同じく住宅立地の条件が効いてく

ると思われる②の「住宅か利便性か」という質問に対す

る結果によって裏づけられる。即ちここでは逆に住宅に

重きを置く傾向が約3／4を占めており，郊外の好環境立

地が必ずしも望ましいわけではなく，利便性を犠牲にし

ても良い住宅に住みたいという事情を察することができ

る。回答パターンで見ても，②，③共に住宅指向である

という回答が56件，24．1％であるのに対して，③で住

宅指向を示しながらも②で利便性指向と答えたものは

156件，67．2％に上っている。利便性を端的に示す立地

条件としては，通勤・通学時間，あるいは買物・娯楽施

　　　　　　　　岬瓢黎7生簑亟Σ二］

②脇利便肋「野1肌1葦㌘l1瓢1一

③住宅か環境か まわリの環境はそれほどよくなくても
．住宅の内容はそれほどよくなくても，
たい。

内容の良い住宅に住みたい
まわリの環境の良い所に住み

住宅 牛活

38．1％

機能性
8．6％

61．9％
利便件

24．6％
環境

91．4％
樺味性

④機縦か趣維か二農1：鰐㌶1烹鳩：㌫いる方がよい。

231

232

232

232

⑤外観か内装か 匪黎螢妥変二二ニコ
34．5o
内装

230

⑥財産性カ住みよさカD亟＝＝］
　17．0％
財産牲

232

⑦住舳撒築か盈：＝コ

⑨標準型か猷型／匝理警塁；二；；；；二］

図2－7－1

　15．1％
住みかえ対応

　45．0o
標準型

住居観（全住宅タイプ）

　84．9o
増改築対応

231

232
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設への近接性などが考えられるため，これらを要素とし

て住宅立地に係る価値意識をとらえることは今後の分析

において重要な視点であると思われる。

　③に続いて片方への偏りの大きいのは⑥の「財産性か

住みよさか」における住みよさ指向で84．9％を示してい

る。しかし補節でも見る通り，持家所得における選択優

先順位については財産性への要求が圧倒的であることか

ら，この項目をその重言受け取るには難があると言えよ

う。恐らくここでの住みよさ指向は，財産性重視型の文

中にある「売る時のことを十分考えて」という言葉への

背反として出てきたと考えるのが妥当である。

　⑤の「外観か内装か」についてみると。内装指向が

83．0％とかなり特徴的ではあるが，内容的には①の「住

宅か生活か」と共通する要因が大きいと思われ，⑤と①

の差異は興味深い。即ち，これらを決定づけるものは居

住者の個別な属性である可能性が強く，このことから収

入階層ないしはライフステージの変化との対応で分析す

ることが有効と考えられる。

　残る④，⑦，⑧に関しては，これまでの各項と違って

住宅そのものとの相関が大きい。特に住宅のシステム，

あるいはそのフレキシビリティーに係る要素が強いため，

属性分析もさることながら，5種の住宅のタイプ間比較

の方に力点を置くことが重要であろう。⑦，⑧では殆ん

ど同じ傾向ではあるが，ここで④×⑦×⑧の8種類の回

答パターンで見るならば，「④－2×⑧－1」がやや少
　　　　　　　　　　　　　
ないほかはかなり分散しており，内容的にも随分多様な

居住者像が想定されると考えられる。ただしこのあたり

の類型化の話は後段で触れることになろう。

2－7－3　住居観の居住者属性との対応

　住居観の全体的傾向は前節の通りであるが，本節では

この住居観と，それが形成される背景にあると思われる

居住者属性との関係について，分析，考察を進めたい。

ところで居住者属性にも様々な側面が考えられるが，今

回は前節での検討から比較的影響の度合いが高いと予想

される，（1）年収，（2）家族型の2つの属性に絞って述べる

ことにしたい。

（1）年収別にみた住居観の特性

　図2－7－2は，各項目ごとの傾向を年収別に示した

＊1 ④×⑦×⑧のパターンは次のようである。1×1×1：35件，
1×1×2：29件，1×2×1：46件，1×2×2：41
件，2×1×1：8件，2×1×2：33件，2×2×1：13
件，2×2×2：28件
⑦×⑧のパターｙは上からも求められるが一応以下にあげてお
く，1×1：43件，1×2：62件，2×1：59件，2×
2：69件

INDEX

1，300万円未満実数［19／
2，300万円以上400万円未満［62］
　　　　ただし①⑤⑦［61］
3，400万円以上500万円未満［64］
4，500万円以上600万円未満［37］

5，600万円以上700万円未満［21］
6，700万円以上800万円未満［19］
7，800万円以上［1O］

ただし⑤［36］　　　　　注）　［　］内はサンプルの実数

1．

2．

3．

4．

5．

6．

7．

①住宅か生活か　　　　　　　　②住宅か利便性か③佳宅か環境か　　　　　　　　④機能性か趣味性か

400

71，4　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　28．6

80，0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20．0

5，3　　　　　　　　　　　　94．7

3，2　　　　　　　　　　　　96．？

1．

2．

3．

4．

5．

6．

7．

⑤外観か内装か　　　　　　　　⑥財産怖か佳みよさか⑦佳みかえか増改築か　　　　　　　⑧標準型か注文型か

42，1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　57．9

図2－7－2年収別住居観
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ものである。以下，それぞれの項目についてその特色を

検討することにした。

①住宅か生活か

　この図では年収別に必ずしも際立った傾向があるとは

言えないが，「500万円以上600万円未満」の層で住宅

指向の比率がピークとなっている点は注目される。この

層に達するまでに住宅指向が徐々に増加してくるところ

から，これらの層では年収が高くなるに連れて生活費に

占める住居費の余裕が大きくなり，これを住宅にかけよ

うとする指向が増加すると理解される。この意味で，

「500万円以上600万円未満」の層は，住宅指向と生活

指向が相拮抗する妥当なレベルととらえることができる

だろう。一方「600万円以上」の層で再び生活指向が増

大するのは，最早住居費の多寡が意識されず，生活のし

方に対する多様な要求が逆に表出してきた結果であると

考えられる。

②住宅か利便性か

　グラフの特性は①と類似の傾向にある。即ち，住宅指

向が，「500万円以上600万円未満」の層まで徐々に増

加し，それ以上では再び減少を見せているわけである。

住宅指向がかなり多いという点で①と内容を異にしなが

らも利便性を犠牲にしても良い住宅を求める年収の低い

層と，住宅に満足しつつさらに利便性を求める年収の高

い層との均衡点が「500万円以上600万円未満」の層で

あると考えられる点で同様の傾向にあるといえる。

③住宅か環境か

　環境指向が極めて多く，年収別の有意な差は見出せな

いが，「300万円以上400万円未満」の層で，住宅指向

がやや多い結果となっている。

④機能性か趣味性か

　700万円以上の層で，趣味性指向が50％を超えて益

り，その他の層では機能性指向が多い事から，年収700

万円が一つのクリティカルポイントとなっていると考え

られる。

⑤外観か内装か

　全体的に内装指向がかなり多いが，年収階層が上がる

につれて，わずかながら内装指向が増加する傾向にある

といえる。

⑥財産性か住みよさか

　全体的に住みよさ指向が多く，年収との対応関係は明

瞭には出ていない。

⑦住みかえか増改築か

　「600万円以上700万円未満」までの層で，年収が上

がるにつれて，住みかえ指向が増加していく傾向にあり，

より良質な戸建住宅及び住宅地へ住みかえる可能性が高

まるからであろう。それ以上の年収階層では増改築指向

が多くなる傾向にあり，すでに良質な住宅又は土地を取

得しており，住みかえる必要がない場合が多いと考えら

れる。

⑧標準型か注文型か

　年収が上がるにつれて，注文型指向が増加する傾向が

みられ，年収との対応関係が認められる。

（2）家族型別にみた住居観の特性

　図2－7－3は，各項目ごとの傾向を家族型別に示し

たものである。以下，それぞれの項目についてその特色

を検討することにする。

①住宅か生活か

　ライフステージが上がるにつれて，住宅指向が増加す

る傾向にある。これは世帯の年令との対応が強く，年令

のちがいによって住宅に対する価値観が変化していくも

のと考えられる。

②住宅か利便性か

　家族型別には，明瞭な傾向は見出せない。

③住宅か環境か

　全ての家族型で環境指向が多いが，「夫婦＋子（長子

6才未満）」の層で，100％と顕著であり，それに対し

て「夫婦＋子（同18才以上）」で住宅指向が比較的多

くなっている事を考えると，子供の成長期における環境

への配慮が表われているといえる。

④機能性か趣味性か

　この項目に対する家族型別の傾向には，殆ど差がない

といえる。

⑤外観か内装か

　全体として内装指向が多く，家族型から説明できる傾

向は，特に見出せない。

⑥財産性か住みよさか

　住みよさ指向が多く，⑤と同様に家族型との対応は明

瞭ではない。

⑦住みかえか増改築か

　若干でぱあるが，ライフステージが上がるにつれて，

住みかえ指向が増加し，増改築指向が減少傾向にある。

これは，回答者が現住宅に入居するまでの居住歴の反映

があると考えられる。また成長した子供を持つ家族にお

いては，増改築の必要が相対的に減少するとともに，子

供の独立という味宮での住みかえが考えられているとい

えよう。

⑧標準型か注文型か

　「夫婦＋子（長子12才以上18才未満）」で，標準

型指向がやや少ないものの，家族型別には有意な差はみ

られない。

　　　　　　　　　　　　　　　　　
2－7－4　住居観の住宅タイプ別特性

　住屑観の特性を住宅タイプ別にとらえる事には，次の

＊1　本稿においては特に章を設けて詳しく記述していないが、ア
ンケート調査では，戸建持家取得の意味の重視順位を尋ねた設
問があり，本節との内容と関連があると考えられることから，
本節の終りに住宅別の集計結果を（参考）として加えた。
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1．夫婦のみ実数　［11］
　　　ただし⑤は［10］
　2．夫婦＋子（長子年令6才未満）　［41］
　3．夫婦＋子（同6才以上12才未満）　［69］
　　　　ただし①⑦は［68］

　INDEX

　　　　4．夫婦＋子（同12才以上18才未満）　［36］
　　　　5．夫婦＋子（同18才以上）　［29］
　　　　　　　ただし⑤は［28］
　　　6．複今家族　［44］

　　　　　　　注：（　）内はサンプルの実数

1．

2．

3．

4．

5．

6、

①n1宅か’l1沽か　　　　　　　　②伯、宅か利1酬か③1セ宅か環上尭か　　　　　　　　　④機能作か趣味惟か

41，2　　　　　　　　　58．8

38，9　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　61．1

34，1　　　　　　　　65．9

⑤外観か内装か

5，6　　　　　　　　　　　94．4

31，0　　　　　　　　　　　　　　　　　　69．O

⑥財雌1件かfトみよさか
1．

2．

3．

4．

5．

6．

4，5　　　　　　　95，5　　63，6　　　　　　　36，4

⑦住みかえか榔改築か　　　　　　　⑧標準型か注丈弓リか

45，5　　　　　　　　　　　　　　　　　　54．5

34，1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　65．9

47，8　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　52．2

36，1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　63．9

51－7　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　48．3

図2－7－3

二つの側面がある。一つは，住宅の選択プロセスにおい

て，多様な住宅システムの中から，ある住宅システムを

選ぶという選択行為が，その人のある側面での住宅や生

活に対する考え方とどのように関わっているかを，結果

として選んだ住宅タイプのシステムとしての特性から考

察する事である。もう一つは，現在，生活を営んでいる

住宅及び環境の特性の違いが，現時点での住宅や生活に

対する考え方にどのように反映されているかというとら

え方である。

　そして，この二つのとらえ方の関係は，住居観を演緯

的にとらえるか，帰納的にとらえるかという点で，逆の

関係にありながら，時間的な流れの中で一つの文脈をも

って位置づける事ができる。以下この二つの観点を念頭

において各項目毎に，図2－7－4にそって検討を進め

て行く。

①住宅か生活か

　全体的傾向に反して＜HUS＞のみ，住宅指向が多く

生活指向が最も多いタイプは＜EXL＞である。

　低価格を特徴とする＜EXL＞に「住宅にお金をかけ

る」人が最も少ないのはうなづけ，＜HUS＞以外の住

宅タイプでは，住宅指向の割合と，住宅価格に関係があ

ると思われる。

　＜HUS＞の場合，第5章で検討したように，住宅の

基本的要素といえる規模・間取りに対する不満層がやや

多く，その不満が住宅指向の割合を増やしているという

家族型別住居観
45，5　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　54．5

とらえ方が妥当なようであるが，他のタイブでは満足感

が全体的に高く，現在の住宅に規定されないそもそもの

考え方としての住居観が表われていると考えられる。

②　住宅か利便性か

　全タイプとも全体的傾向に準じて，住宅指向の割合が

多いが，＜EXL＞，＜SWT＞の利便性指向の多さが

特徴的といえ，＜HIM＞が最も少ない。

　＜EXL＞，＜SWT＞は，システムとしての特性に

は，共通点が少なく今回の調査対象が両者とも三木市緑

ケ丘という，かなり利便性の悪い立地条件をもつという

点で共通的であるところから，現状への不満が利便性指

向の比率を高めていると考えられる。

　他の住宅タイプにおいても，システムの特性と関連の

あると思われる特徴は見当らず，利便性を犠牲にした

土地価格の低下によって住宅の内容や質を確保し，高め

ようとする，住宅取得の困難さを背景とした一般的な手

段への適応結果としての住居観であると考えられる。

③　住宅か環境か

　＜HIM＞，＜HUS＞でわずかに住宅指向が多く，

＜EXL＞が最も少ないが，全体としての環境指向が極

めて多い点には変わりなく，各住宅タイプの差が有意な

ものであるかどうかは見極めがたい。

　＜HIM＞，＜HUS＞は，その多くが城陽市の友ケ

丘地区に立地しており，現在での共通点が見出せるが，

現在の住宅や環境にその要因を求める事は難しい。環境
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TYPE
C＾TE“OHY

M　I　S

H　I　M

EXL

HU　S

SWT

①住宅　　　牛活

“・2　　　　　　　　　　　　55．O

31・1　　　　　　　　　　　68．O

22・5　　　　　　　　　　　　η．5

51・9　　　　　　　　　　　　　　　　48，1

ヨ5・6　　　　　　　　　　　　64．4

②住宅

80．O 192

8筥．7 ll．1

61．0 39．o

81．5 18，5

62．2 37．呂

③住宅　　　　環境

7，7　　　　　　　　　　　　　　　　　　92．3

13，3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　86，7

49　　　　　　　　　　　　　　　　　　　肪、1

11，1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　88．9

8，9　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　91，i

④機能竹　　　趣州1

57，7　　　　　　　　　　　　　　　42．3

73，3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2岳．7

75－6　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　24，4

63，0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　37，O

62．2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　378

TYPE
CATE（；0HY

M　I　S

H　I　M

EXL

HUS

SWT

⑤外観　　　　内装

17，3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　82．7

1壇．6　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　81，4

12，2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　87．8

16．7　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　島3．3

20，0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　80，0

⑥財産惟 住みよさ

H，5 鵬．5

〃、3 82，2

22．O 78．o

M、畠 呂ヨ2

11．1 朋．9

⑦作みかえ　　増改築

；5、畠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　44．2

46，7　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　53，3

22．；　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　77．5

35，2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　64．O

石44　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　35，6

⑥標準型

38．5　　　　　　　　　　　　　　　　　　　615

柵、9　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　511

6島．3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　31．7

35，2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　64．8

37．8　　　　　　　　　　　　　　　　　　622

図2－7－4　住宅タイプ別住居観

重視の一般的規範意識の高まりと，戸建住宅需要層が郊

外へ向わざるを得ない状況への適応という考え方が妥当

といえ，②での結果とあわせて考えると，環境，住宅，

利便性というヒエラルキーが得られる。

④機能性か趣味性か

　＜HIM＞，＜EXL＞の機能性指向が70％を越え

その他のタイプは60％前後である。

　＜HIM＞，＜EXL＞は，様々な側面で規格化傾向

が強く，規格型住宅として機能性が重視されており，

＜SWT＞，＜HUS＞はプレハブ住宅としての機能性

追求はされているものの，自由設計を建て前とした注文

方式によって趣味性が生かせるというシステムの特性と

住宅に対する考え方の一致をみる事が出来る。

　特異といえるのは＜MIS＞で最も趣味性指向が多く

なっている。これは最も規格化され，商品化された住宅

として出来上ったデザインの個性的な部分が，選択する

側の需要者の趣味や個性に一致したと考えられ，先の

＜SWT＞や＜HUS＞のように，様々な要素の組合せ

の中で自分の個性や趣味を生かせるシステムとは，趣味

性の生かし方が違うと思われる。この違いは，商品化住

宅と注文住宅における個性化の問題として検討する必要

があろう。

⑤外観か内装か

　＜EXL＞の外観指向がわずかに少ないものの，各住

宅タイプの差は，殆どないといえ同じような内装指向の

多さを示している。ブレハブ住宅の場合，外観はだいた

い決まっており，特別に注文しないと外壁などは変えら

れないことから，現状適応的は住居観と考えることもで

きる。

⑥財産性か住みよさか

　＜EXL＞の財産性指向が最も多く，＜MIS＞，

＜SWT＞が少ない。④や⑦と関連した考え方もできる

が，＜EXL＞の住宅としての財産価値は，他の住宅と

比べると低い方で，財産性という言葉のとらえ方の違い

と考えられる。

⑦住みかえか増改築か

　⑥での財産性指向が「売る時の事を十分考え」た結果

としてのそれであれぱ，住みかえ指向と関連があると考

えられるが，結果は逆となっており，しかも各住宅タイ

プ間の差が大きい。即＜EXL＞，＜HUS＞は増改築

指向の割合が多く＜SWT＞は住みかえ指向であり，各

住宅タイプの平均年収と関係があるとも思われるが，こ

こでは，そもそもの住宅に対する考え方の違いが最もは

っきりと表われた項目として考えるべきであろう。

⑥標準型か注文型か

　＜EXL＞が標準型指向に傾いており，＜HIM＞が

ほぼ半分に分かれているが，他のタイプは同程度に注文

型指向が多い。この項目も⑦についで，各住宅タイプ間

の違いがよく表われている。

　規格型の＜MIS＞で注文型指向が多いが，これは規

格型への不満の表われというよりはむしろ現住宅を個性

的な住宅として評価している為であると考えられる。こ

の傾向は④の趣味性指向の多さとも関連しているといえ

る。その他のタイプは，システムの特性と一致している

といえ，住宅システムの選択プロセスにかかわるそもそ

もの住居観が表われているものと思われる。

　各項目を通して，＜EXL＞の反応が特徴的であった

といえ，第一の観点からのシステム選択との関連も比較

的みとめられたし，第二の観点からの要因の強い項目も

あった。住宅システムの選択プロセスとの関連を検討す
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るという観点から，各項目間の和関関係等一層の検討が

今後の課題といえよう。

（参　考）

　一戸建持家を取得する際の重視順位について，その回

答を求めたデータは，現住宅選好に直接関わる住居観を

把握する上で重要と思われる。ここで採用した選択項目

は以下の通りである。

　・財産性（自分の所有である）

　・個別性（好みが生かせる）

　・接地性（土地への親しみがある）

　・フレキシビリティ（増改築が自由である）

　・ブライバシー（まわりに気がねがない）

　これらの優先順位に対する回答について，1位に5点，

5位に1点を与えるようにして，各項目の得点を住宅タ

イプ別に示したものが図2－7－5である。この図によ

れば，いずれも財産性に対する重視度が最も高く，全数

平均でも4．04を示している。逆にフレキシビリティヘの

重視度が最低であり（全数平均1．93），他はその中間に

位置している。このことから，先の⑥に関する住み良さ

指向が額面通り受け取れないことは明らかである。また

2位が接地性である点からも，現実の住宅取得において

は，土地を含めた所有の問題が最も大きく効いてきてい

ると思われる。

　住宅タイブ別で見ると＜MIS＞において個別性が重

視されているのが特徴的である。この点については＜M

5．00

4．OO

3．OO

2．OO

1．00

lNDEX　　△
　　　　口
　　　　●
　　　　■
　　　　▲

　、＼＼二“

M　I　S
H　I　M
E　X　L
H　U　S
SWT

財産竹 考妾　上也　’1咋イ固別桝ブライバシーフレキシヒー」ティ

図2－7－5　戸建持家取得の際の重視度

IS＞が新しく，しかも高度に商品化された住宅である

ために，居住者の選好過程において注目のされ方が他の

タイプと大きく異なったからと考えられよう。

2－7－5　まとめ

　以上，住居観の側面をとらえていると考えられる8項

目の一対比較による設問への回答パターンについて，

ず全体的傾向を把握した上で居住者属性との対応を検

し，さらに現住宅との関係を考察した。その結果，住

観がそれ自体も相互に関連している居住者の諸属性と何

らかの対応関係にあること（本稿では家族型と年収の

にしか触れていないが，他の属性についても対応がみ

れた），その対応関係は属性及び項目の種類によって

っていることが明らかになった。また，現住宅と住居

の間にも一定の関係があることが指摘できた。

　住居観と現住宅の関係の考察において興味深いのは，
両者の相互規定的関係であろう。すなわち，ある住居

をもっている居住者が特定の住宅を選択したという関

と，ある住宅に住んでいる居住者が特定の住居観をも

という2面性が存在することである。しかも，その傾向

は項目によってかなり異っていると考えられる。前者の

関係は，居住者のもつ長期的な経験や広い意味での教育

によるところが多く，規範的な意識と関連が強い。一方

後老は，現住宅から受ける直接的な満足や不満に基づく欲

求との結びつきが強いと言えるであろう。

　ところで，本稿で行なった分析は，各設問への回答パ

ターンを扱ったものではあるが，各々の居住者の回答パ

ターンを個別に扱ったものではなかった。従って，今後

の課題としては，個々の回答パターンを検討することに

よって，居住者の類型化を行なうとともに，住宅との対

応を考える必要がある。個別の客観指標ではとらえにく

いパーソナリティに関する問題もその中で明らかとなる

と考えられる。
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